
A-01

A-02

A-03

表紙　図面リスト　

A-04

A-05

A-06

A-07

A-08

A-09

A-10

A-11

A-12

A-13

A-14

A-15

特記仕様書（１）

特記仕様書（２）

特記仕様書（３）

特記仕様書（４）

E-01

E-02

E-03

E-04

附近見取図　配置図

仮設計画図（参考図）

特記仕様書（５）

特記仕様書（６）

平面図（改修前・改修後）　

A-16

電気設備特記仕様書

展開図

建具表・サイン

内部仕上表　改修箇所キープラン

天井伏図・床伏図（改修前・改修後）　

自動火災報知設備図

電灯・コンセント設備図

M-01

M-02 衛生器具表　給排水衛生換気設備図（改修）

機械設備特記仕様書

トイレ呼出し設備図

設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550
A 01箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号
表紙　図面リスト

（A2からA3へ  70.7％縮小版）

M-03 機械設備　詳細仕様書

特記仕様書（７）　概略工事工程表（参考図）

磯 部 小 学 校 校 舎 バ リ ア フ リ ー ト イ レ 整 備 工 事

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事

バリアフリートイレ 断面詳細図(1)(2) 排水管外部保護 断面図



測定対象室（  -  ）測定箇所数（　-　）

一

設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550
A箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号

規模(㎡程度)　・１０　・１５　・３５　・６５　・１００

ⅱ）工事着手前、施工後に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、

濃度測定

3 環境への配慮

8 仮設間仕切

7 工事電力

6 工事用水
5 仮設便所

1 台

冷暖房機器

個

衣類ﾛｯｶｰ

個

温度計

台1

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

個

懐中電灯

1 個

掛時計

電話・FAX

請負者加入

1 台

個

保護帽

個1

黒板・白板

個1

掃除具

着

雨合羽

1 台

書 棚

長 靴

1 個

消火器

足

組4

机・いす

数　量

種　類

数　量

種　類

数　量

種　類

構内既存の施設　・利用できない
構内既存の施設　・利用できない
構内既存の施設　・利用できない

・利用できる（ ※有償　・無償 ）
・利用できる（ ※有償　・無償 ）
・利用できる（ ※有償　・無償 ）

2）仮設間仕切りの種別と材質等

1）仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所　・図示　 ・

※合板張り程度
・ ・片面

・無し※木製

塗　装仕上げ材　質

3）仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等

充填剤：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32ｋ　（厚：50㎜以上）

※有り
・片面
・無し

・合板（9.0㎜）

防炎シート単管
・軽量鉄骨
・木

※Ｃ種

・Ｂ種

・Ａ種
仕上げ（厚さ㎜） 塗　装

・せっこうボード（9.5㎜）

充填剤下　地種　別

［表2.3.1］［2.3.2］

　の備品等
4 監督職員事務所

3 監督職員事務所

備品等の設置

・設けない※設ける

[2.3.1]

・備品、机、ロッカー等の移動　（・別途協議　・　）

・外部足場　種別（※Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種　）

2 既存部分の養生

1 足場その他

損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。

2）既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一

保管場所　（・図示　・　）
・既存ブラインド、カーテン等　養生方法　（・ビニルシート等　・　）

・既存部分　　　　養生の方法　　（※ビニルシート等　・　　）
1）養生の方法等

［2.3.1］

［表2.2.2］

［表2.2.1］

（　　　　　）Ｄ種：利用可能な階段
Ｃ種：利用可能なエレベーター　（　　　　　）

種別（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種　）

材料、撤去材等の運搬方法
・養生ｼｰﾄ　・ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ　・金網　・防音ｼｰﾄ　・防音ﾊﾟﾈﾙ

・防護シートを設置

［2.2.1］

行う。
準」における２の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により
同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基

・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっては、
２

［3.2.3、4、6］

・既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等　・図示

露出防水層表面の仕上げ塗装除去

（範囲　・図示　・　　　　）　　・行わない既存保護層の撤去　・行う

・※改修標準仕様書3.1.3（e）(1)～(3)による。

調査報告書　提出部数：・２部
・既存部分の破壊を行った場合の補修方法　・図示

［3.3.2～4.3.3.5］

※改修標準仕様書3.2.6(d)(3)（ⅶ）①～③による
とした立上り部等の補修及び処置
POS工法及びPOSI工法（機械式固定方法）の既存保護層を撤去し防水層を非撤去

［3.2.6］

下地補修
4　既存防水層の

［3.1.3］

・行う（・M4AS　・M4ASI　・M4C　・M4DI　・L4X）　　・行わない

（範囲　・図示　・　　　　）　　・行わない既存防水層の撤去　・行う

3　既存防水の処理

生方法（とい共）
2　降雨等に対する養

［1.5.2～3］

・

調査方法 ・図示　　　　　・

調査範囲　・図示　　・防水改修範囲
1　施工数量調査３

（厚さ）　・25㎜　

・Ｐ２Ａ

・ＡＩ－１

絶縁用ｼｰﾄ断熱材施工箇所種別工法

・れんが

・ｺﾝｸﾘｰﾄ

押え

押え

・乾式
保護材

・
70ｇ/㎡程度

※ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ

・
0.15㎜以上

厚さ

※ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

保温板3種ｂ
（ｽｷﾝあり）

・

抽出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材の

※JIS　A　9511によるA種
（材質）

・Ｐ１ＢＩ

・Ｐ２ＡＩ

・Ｔ１ＢＩ

・Ｐ１Ｂ

・ＢＩ－３

※ＢＩ－２
・ＢＩ－１
・ＡＩ－３

・Ｂ－１

※ＡＩ－２

・Ｂ－３

※Ｂ－２

※Ａ－２

・Ａ－３

・Ａ－１

Ｇ
の保護
立上り部

防水層の種別
屋根保護防水5 アスファルト防水

床タイル張り
こて仕上げ

※水下　60㎜以上
※水下　80㎜以上

※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による

・
・

平場の保護コンクリートの厚さ

・

・

※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による

部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

金属複合板：金属板と樹脂を積層一体化したもの

建築材料等品質性能表による
（試験方法）

建築材料等品質性能表による
（品質・性能）

オートクレーブ養生したもの

窒素系パネル：無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形し
・乾式保護材

粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

・

※アスファルトルーフィング類製造所の指定による

防水層の種別

屋根露出防水

※改質アスファルトシート製造所の仕様による

※改質アスファルトシート製造所の指定による
押え金物

・
脱気装置の種類及び設置数量

・

・

・※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による

※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による
部分粘着層付改善アスファルトシートの種類及び厚さ

※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による

改質アスファルトシートの種類及び厚さ

［3.4.2］

・設ける
・設けない

防湿層

・（厚さ）・25㎜　

・

く規定に適合するもの
は2号で透湿係数を除

材の保温板2種1号又
種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温
※JIS A 9511によるA
（材質）

改修用ﾄﾞﾚﾝ

・設ける
・設けない

・設けない
・設ける

脱気装置

・

・

・

・Ｐ０ＡＳＩ

・Ｍ４ＡＳＩ

・Ｍ３ＡＳＩ
・ASI－J1

・ASI－T1

・AS－T3

・AS－J4

・AS－T4

示

図

・AS－J2

・設ける
・設けない

・設けない

・設ける

改修用ﾄﾞﾚﾝ

脱気装置

・Ｍ４ＡＳ

・AS－T3

・AS－T2

・AS－T1

・Ｐ０ＡＳ

・Ｍ３ＡＳ

断熱材
Ｇ防水の適用

高日射反射率
備考施工箇所工法 種別

防水層の種別
シート防水

6 改質アスファルト

屋根排水溝　※図示　
※アルミニウム製　Ｌー30×15×2.0㎜程度

押え金物の材質及び形状

※Ｅ－２
・Ｅ－１

・Ｐ２Ｅ
・Ｐ１Ｅ ・設ける保護層

・設けない

備考施工箇所工法 種別
屋内防水

位置　※図示
材の張りじまい
屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱

・

脱気装置の種類及び設置数量

・（厚さ）・25㎜　

・設けない
・設ける

改修用ﾄﾞﾚﾝ

・設けない
・設ける

脱気装置

・

の指定

による

・製造所

・

の指定

による

・

・製造所

・

く規定に適合するもの
は2号で透湿係数を除

材の保温板2種1号又
種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温
※JIS A 9511によるA

工法 断熱材種別 備考

（材質）・Ｐ０ＤＩ

・Ｍ４ＤＩ

・Ｍ３ＤＩ ※ＤＩ－2

・ＤＩ－1

・設けない

・設ける

改修用ﾄﾞﾚﾝ

・製造所

・設けない
・設ける

脱気装置

・Ｐ０Ｄ
・Ｍ３Ｄ

・Ｍ４Ｃ

・

の指定

による

・製造所

・

の指定

による

・

・

の指定

による

・製造所

・

の指定

による

・

示

図

・Ｄ－4

・Ｄ－3

※Ｄ－2

・Ｄ－1

・Ｃ－4

・Ｃ－3

※Ｃ－2

・Ｃ－1

Ｇ適用
防水の
反射率
高日射

箇所
施工 仕上塗料

使用量種類

・製造所

Ｇ

測定対象室（　　　　）測定箇所数（　　　　）

リング材の調査

ⅰ）工事着手前に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、

ⅲ）判定対象室及び測定箇所数は次による。

サンプリング採取箇所（　　　　）採取箇所数（　　　　）

に報告する。
いない部分）を取り出して分析する。判定結果については、監督職員に速やか
行う。なお、分析サンプルの四周は除去し、採取部の内部（大気にさらされて
専門分析機関に次のシーリング材のサンプルを送付し、ＰＣＢ含有量の分析を

・第二次判定（ＰＣＢ含有量の分析）
サンプリング採取箇所（　　　　）採取箇所数（　　　　）

を行う。判定結果については、監督職員に速やかに報告する。
日本シーリング材工業会に次のシーリング材のサンプルを送付し、材種の判定

・第一次判定（シーリング材種の判定）6 ＰＣＢ含有シー

・

7 化学物質の

エチルベンゼン、スチレンの濃度を判定し、判定結果を監督職員に報告する。

範囲、復旧方法　※図示
・埋設配管の試堀

報告書　　監督職員に２部提出

事前調査、情報収集を行う。
本工事該当部位及び関連部位について既存施設（埋設配管を含む）について

※施工計画調査

の優先利用に努めること。
進協議会が認証する「三重の木」やあかね材認証機構が認証する「あかね材」
共建築物等木材利用方針」基づく木材を最優先し、つづき「三重の木」利用促

本工事に使用する木材は、品質が求められる水準以上であれば、「志摩市公

・カラー印画紙キャビネ版（A4用紙に1ページ当たり3枚（Ｌ版）程度 1 部）

撮影箇所数　※（外観4面各室2面程度）箇所

地表面粗度区分（区域指定なし）

建設省告示第1455号における区域　　別表（ 32 ）

風速（Ｖo＝　34  m/s）

性の証明のためのガイドライン」に準拠した証明書を、監督職員に提出するこ
と。

物品等の調達方針」に従い、あらかじめ「木材・木材製品の合法性、持続可能
製材等、フローリング又は再生木質ボードを仕様する場合は、三重県「環境

７）

６）

監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。

販売、保守等の営業体制を整えていること。
製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

安定的な供給が可能であること。
生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

ⅵ）
ⅴ）
ⅳ）
ⅲ）
ⅱ）

品質及び性能に関する試験データーを整備していること。ⅰ）

る証明書の写し）を監督職員に提出して承諾を受ける。ただし、あらかじめ
からⅵ）の事項を満たすものとし、この証明となる資料（外部機関が発行す
本工事に使用する材料のうち、５）に指定する材料の製造業者等は、次のⅰ）

指定する工法とする。
標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の
し、同等品を使用する場合は監督職員の承認を受ける。

・ポリマーセメントモルタル　・鋳鉄製ふた
・グレーチング　・屋上緑化システム　・トップライト　・エポキシ樹脂
・トイレブース　・煙突用成形ライニング材　・天井点検口　・床点検口
・フリーアクセスフロア　・可動間仕切　・移動間仕切（ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ）
・軽量シャッター　・オーバーヘッドドア　・防水剤　・現場発泡断熱材

扉機構　・自閉式上吊り引戸機構（手動開き式）　・重量シャッター
ドレイン　・吸水調整材（ﾓﾙﾀﾙ用）　・錠前類　・クローザー類　・自動

部）　・既成調合モルタル（ﾀｲﾙ工事用）　・既成調合目地材　・ルーフド
・鉄骨柱下無収縮モルタル　・無収縮グラウト材　・乾式保護材（防水立上

製造業者等に関する資料等の提出を求める材料

4 材料の品質等

備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものと

き品質及び性能を有するものとする。

本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべ

４）

３）

２）

１）

(1.4.2)［1.4.2］

を受けた材料
ⅳ）建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定

発散建築材料
ⅲ）建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド

を受けた材料

ⅱ）建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定

ⅰ）建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三

種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料

めて少ない材料を使用したものとする。

ⅳ）ⅰ）の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホ

は次のⅲ）又はⅳ）に該当する材料を指す。
対象外」とは次のⅰ）又はⅱ）に該当する材料を指し、同区分「第三種」と

２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制

ルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極

使用する。

キシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を
ⅲ）接着剤は、可塑性（フタル酸ジーｎ－ブチル及びフタル酸ジー2－エチルへ

い材料を使用する。

ⅱ）接着剤及び塗料は、トルエン､キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少な

ムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。
ンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホル
保温材、緩衡材、断熱材、塗料、仕上塗料は、アセドアルデヒド及びスチレ
パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、

ⅰ）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ､

有すると共に、次のⅰ）からⅳ）を満たすものとする。
建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を１）

(1.4.1)［1.4.1］

積雪荷重

風圧力・

・

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
2 運用区分

・　場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ搬出先の受入を証明する資料を

・特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設

造成等の工事
基礎、基礎ぐいの工事

による注意情報が発せられた場合、受注者は人身の保護及び安全な避難に必要な補強、落下防止等
６）東海地震に係る地震防災対策強化地域内における工事にあっては「大規模地震対策特別措置法」

・

・　場内指定場所に推積

の処理

・分別解体方法

員に報告する。
源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督職

また、分別解体・再資源化等の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資
定していた条件により難い場合は、監督職員と協議する。

ただし、工事契約後に明らかになったやむを得ない事情により、工事契約時に予
別解体等及び特定建設資材の再資源化の実施について適切な措置を構ずる。
別解体等実施義務の対象建設工事となることが想定されるため、同法に基づき分
本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第９条による分

ない。なお提示する施設と異なる場合にも設計変更の対象としない。
上記搬出先については、積算上の条件明示であり。処理施設を指定するものでは

・その他の含有物質（　　　　） 搬出先（　　　　　　　　）

搬出先（　　　　　　　　）

搬出先（　　　　　　　　）

ⅲ）その他の廃せっこうボード（石綿、ヒ素、カドミウム非含有）

ⅱ）石綿含有廃せっこうボード
い合わせの上、適切に処分する。
するか又は、含有していないことが確認できない場合は、各製造工場に問

ⅰ）廃せっこうボードの裏面の表示を確認し、石綿、ヒ素、カドミウムを含有

・せっこうボード

搬出先（　　　　　　　　）
搬出先（　　　　　　　　）
搬出先（　　　　　　　　）
搬出先（　　　　　　　　）
搬出先（　　　　　　　　）

・廃せっこうボード
・アスファルト・コンクリート
・木材
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・コンクリート

・再資源化を図るもの

建設汚泥　　　　再利用の方法（　　　　　　　　）

・現場において再利用を図るもの

搬出先（　　　　　）廃アスベスト
・特別管理産業廃棄物

・ＰＣＢ含有シーリング材　　使用箇所（　　　　）
・ＰＣＢを含む機器類（　　　　）
・金属類

・引渡しを要するもの

・

を満たす物品を示す。
づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成25年2月閣議決定）」に定める判断の基準

５）Ｇ 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成12年法律第100号）に基

示す。

３

9 特定建設資材

8 発生材の処理等

5 施工調査

画素数、画質等　1280×960　ピクセル以上

画素数、画質等　4500×3000　ピクセル以上で画像補正を行ったもの

※電子データー（JPEGフルカラー）1部

・　撮影者：任意
※アルミ額縁・半切　　（　　　　）枚

・四つ切　（　　　　）枚　　※アルミ額縁

11　完成写真

※電子データー（JPEGフルカラー、圧縮率1/4程度）1部

・　撮影者：建築完成写真の撮影実績があるもので、監督職員が承諾する業者

・　場内指定場所に敷き均し

仮置場　（　　　　　　　）

仮置場　（　　　　　　　）

DID区間 （　　　　　　　）
搬出距離（　　　　　　　）

運搬に相当する経費を見込んでいる。
る。搬出後、監督職員へ搬出先の受入を証明する資料を提出する。なお、次の
受入条件等が確認できる資料を監督職員に提出し、協議により搬出先を決定す

・　「建設発生土情報交換システム」を活用し近隣の受入先を調査の上、搬出距離、

処分費　（　　　　　　　）
受入条件（　　　　　　　）
搬出場所（　　　　　　　）

提出する。処理方法
10　建設発生土の

１

当該施設への変更については設計変更の対象としない。

届出に係る事項の説明時に上記と異なる施設（同種の再資源化等を行う施設に限

る。）を受注者が提示した場合は、当該施設に搬出することができる。ただし、

コンクリート
・アスファルト

木材
成る建設資材
ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄から

コンクリート

所在地
施設の名称

再資源化等をする
の種類

特定建設資材廃棄物

作業の併用
手作業・機械
作業の併用
手作業・機械

その他の取り壊し

基礎、基礎ぐいの取り壊し
壊し
外装材、上部構造部分の取り

作業の併用
手作業・機械
手作業

手作業

上部構造部分、外装の工事

屋根の工事
建築設備、内装等の工事

その他の工事

建築設備、内装材の取り外し

屋根ふき材の取り外し

（　　　）

（　　　）

ⅴ）その他
ぐい

ⅳ）基礎、基礎
部構造部分

ⅲ）外装材、上
ⅱ）屋根ふき材

内装材等
ⅰ）建築設備、

営

事
工
体
解

分別解体等の方法

新

ⅵ）その他

内装等
・ⅴ）建築設備

ⅳ）屋根

分・外装
ⅲ）上部構造部

作業内容工程

ぐい
ⅱ）基礎・基礎

ⅰ）「造成等

１

1 適用基準 １）図面、本特記仕様書、標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は

２）本設計図書における「標準詳細図」とは、次の基準を指す。

次の基準による。

の保全措置を講ずるとともに、工事中断の措置をとること。又この事実が発生した場合は、契約書

第26条（臨機の処置）によって処理されたものとする。

Ⅱ　建築改修工事仕様

３）特記事項に記載の ［　.　.　］ 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を

４）特記事項に記載の （　.　.　） 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

２）特記事項は、　印の付いたものを適用する。
１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

（３）本特記仕様書の表記

（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれ

による。図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官

（１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建

という。）による。

特記事項項目

１

章

項目 特記事項特記事項項目特記事項項目 章章章

１．共通仕様

・

５）

・カラー印画紙キャビネット版　（　　　　）枚

撮影箇所数　※（　　　　）箇所　　　・航空写真（　　　　）箇所

エチルベンゼン、スチレンの濃度を判定し、判定結果を監督職員に報告する。

般
共
通
事
項

一
般
共
通
事
項

一
般
共
通
事
項

仮
設
工
事

防
水
改
修
工
事

防
水
改
修
工
事

築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和４年版)」（以下、「改修標準仕様書」という。）

庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和４年版)」（以下「標準仕様書」

の工事特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は（E-01）図、及び機械設備工事の

建築工事標準詳細図（令和４年版）　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課

配置図、平面図等に記載、必要に応じ写真を添付

規定する者とする。
調査業者　給排水改修施工数量調査は、志摩市水道事業給水条例第８条に

- -

増
築

修
工
事

改

・

・

・既存器具・家具等　　　養生の方法　　（※ビニルシート等　・　　）

特記仕様書（１）

02

特記仕様書は（M-01）図による。

未定

〃
〃
〃
〃

・内部足場　種別（※脚立、足場板等、階段棚足場・くさび緊結　　　　）
・建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）国土交通省大臣官房官庁営繕部

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事



・変成シリコン（MS-2）

項目

設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550
A箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号

章 項目 特記事項項目 特記事項特記事項章 章 項目 特記事項章

３ 7 合成高分子系
ルーフィング
シート防水

防水層の種別

工法 種別
施工
箇所

備考
仕上
塗料

高日射反射率

防水の適用 Ｇ
断熱材

・Ｐ０Ｓ
・Ｓ４Ｓ

・Ｓ３Ｓ

・Ｍ４Ｓ

・S-F2
・S-M1

・S-M2
・S-M3

・S-F1
・S-F2

・S-M1

・S-M2
・S-M3

図
示

※ｶﾗｰ
･ｼﾙﾊﾞｰ

・
・
・
・
・

脱気装置

・設ける
・設けない

・設けない
・設ける

改修用ﾄﾞﾚﾝ

脱気装置

・設ける
・設けない

脱気装置

・設ける
・設けない

※ｶﾗｰ
･ｼﾙﾊﾞｰ

※ｶﾗｰ
･ｼﾙﾊﾞｰ

※ｶﾗｰ
･ｼﾙﾊﾞｰ

（材質）
※JIS A 9511によるA種ﾎﾟﾘｴﾁ
ﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材の密度及び熱伝
導率の規格に適合するもの

・

（厚さ）・25㎜　

・Ｐ０ＳＩ

・Ｓ３ＳＩ
・Ｓ４ＳＩ

・SI-F1

・SI-F2

・SI-M1
・SI-M2

・
・

・

・
・

・

・

（材質）
※JIS A 9511によるA種硬質
ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材の保温板2種
1号又は2号で透湿係数を除

く規定に適合するもの又はA
種押出し法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温
材の保温板

・

・（厚さ）・25㎜　

脱気装置

・設ける
・設けない

・設けない
・設ける

改修用ﾄﾞﾚﾝ

ルーフィングシートの種類及び厚さ　※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.2による
・

・
既存防水下地がPCコンクリート部材の場合の処理

目地処理　・行う（工法　　　　　　　　　　　　）

入隅部の増張り　・行う（S－F1、SI－F1の場合）
・行わない

・行わない
機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法

の風圧力及び積雪荷重に対応した工法）

8 塗膜防水 ［3.6.2］

工法 種別
高日射反射率
防水の適用

備　考

脱気装置　　・設ける　・設けない
改修用ﾄﾞﾚﾝ　・設ける

・設けない

※ｶﾗｰ
･ｼﾙﾊﾞｰ ・

※ｶﾗｰ
･ｼﾙﾊﾞｰ ・

図
示

・Ｍ４ＳＩ

・Ｐ０Ｘ

・Ｌ４Ｘ

・Ｐ１Ｙ

・S-F1

※X-1
・X-2
・
・X-1
※X-2
・
※Y-2

・
・Ｐ２Ｙ ※Y-2

・

・

・

脱気装置　　・設ける　・設けない

保護層　　　・設ける　・設けない

施工箇所仕上塗料

保護層　　　・設ける　・設けない

9 シーリング
［3.7.2、8］

シーリング改修工法の種類
・シーリング充填工法

・シーリング再充填工法
・拡幅シーリング再充填工法

・ブリッジ工法
ボンドブレーカー張り　・適用する　・適用しない

エッジング材張り　　　・適用する　・適用しない ・

シーリング材の種類、施工箇所
下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による

施工箇所 シーリング材の種類（記号）

・

［3.8.2、3］
10 とい 

といの材種　・配管用鋼管　・硬質ポリ塩化ビニル管　
ルーフドレン

種　別 施工箇所

・ろく屋根用(・縦型 ・横型)
・バルコニー用
・バルコニー中継用

ロックウール保温筒及びフェノールフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量
※規制対象外

・

・
・

ルーフドレンの取付け
※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填
・

・

笠木
11 アルミニウム製

・板材折曲げ形（本体幅：　　㎜　板厚：※2.0㎜　・　㎜）

種類　・オープン形式（・250形　・300形　・350形　・100形）

表面処理　種別（　　）種　皮膜等の種類

（※標準仕様書表14.2.1による　・　　　　　　　）
着色（・アンバー　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラー）

既存笠木等の撤去　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　　）

・行わない

笠木の固定金具の工法等
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法

の風圧力及び積雪荷重に対応した工法）

［1.5.2、3］

［3.9.2］

3 バテ状エポキシ

樹脂 工事建築材料等品質性能表による

工事建築材料等品質性能表による

（品質・性能）

（試験方法）

［4.2.2］

工事建築材料等品質性能表による

工事建築材料等品質性能表による

（品質・性能）

（試験方法）

［4.2.2］4 エポキシ樹脂

モルタル

工事建築材料等品質性能表による

［4.2.2］
モルタル

（性能）5 ポリマーセメント

6 ポリマーセメント
スラリー

工事建築材料等品質性能表による
［4.2.2］（品質・性能）

7 既製調合モルタル

細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。
モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、

工事建築材料等品質性能表による
（品質・性能）

工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

［4.2.2］

［4.2.2］［4.3.4～6］
1 ひび割れ部改修

工法 ・樹脂注入工法

※自動式低圧エポキシ

・手動式エポキシ樹脂
注入工法

・機械式エポキシ樹脂
注 入 工 法

工法の種類 注入口間隔(㎜)ひび割れ幅(㎜)

※200～ 300　

・50～100
・100～200
・150～250

・ ・130
・

・40
・70
・130
・

・

・
・
・

・
・
・

0.2以上～1.0以下

0.2以上～0.3未満
0.3以上～0.5未満
0.5以上～1.0以下

エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形
コア抜取り検査　・行う　

・行わない
・

・

・Ｕカットシール材充填工法
・シーリング材

・
ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う

・行わない

・シール工法

・バテ状エポキシ樹脂

・可とう性エポキシ樹脂

・可とう性エポキシ樹脂

2 欠損部改修工法
［4.2.2］［4.3.7］

※充填工法
・エポキシ樹脂モルタル

・ポリマーセメントモルタル

４－１

４－２

工法

2 ひび割れ部改修

1 既存モルタル塗り ・行う（※　全面　　・図示の範囲）

・樹脂注入工法 ［4.4.2］［4.4.5～7］

※自動式低圧エポキシ

・手動式エポキシ樹脂
注入工法

・機械式エポキシ樹脂

工法の種類 注入量(ml/ｍ)注入口間隔(㎜)ひび割れ幅(㎜)

※200～ 300　

・50～100
・100～200

・ ・130
・

・40
・70
・130
・

・

・
・
・

・
・
・

0.2以上～1.0以下

0.2以上～0.3未満
0.3以上～0.5未満
0.5以上～1.0以下

樹脂注入工法

樹脂注入工法

・150～250
注 入 工 法

エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形
コア抜取り検査　・行う　

・行わない

・

・Ｕカットシール材充填工法
・シーリング材

ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う
・行わない

・シール工法

・バテ状エポキシ樹脂

・可とう性エポキシ樹脂

・可とう性エポキシ樹脂

・エポキシ樹脂モルタル

の撤去

［4.4.2］［4.4.8、9］
・充填工法

・ポリマーセメントモルタル

・モルタル塗替え工法
既製目地材　・使用する（形状　　　　　）

3 欠損部改修工法

4 浮き部改修工法 ［4.2.2］［4.4.10～15］

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数 注入口の箇所数 充填量 注入量

（モルタルを撤去しない場合）
（本/㎡）

一般部 指定部 指定部一般部
（箇所/㎡） (ml/箇所)(ml/箇所)

※16

※13

※13

※9

※9

※9
・

・

・

・

・

・
※25

※20

※20

※16

※16

※16

※12

※12

※9

※9

※20

※20

※16

※16

※25

※25

※25

※25

※50

※50

・

・

・

・

・

・

・ ・

・

・

・ ・

・ ・

・ ・

・

・

・

・

アンカーピン

・
注入口付アンカーピン

※ステンレス製（SUS304）呼び径4㎜の丸棒で全ネジ切り加工したもの

・

充填工法

・エポキシ樹脂モルタル　・ポリマーセメントモルタル

モルタル塗替え工法
既製目地材　・使用する（形状　　　　　）

の撤去
４－３ ・外壁タイル貼り全面　・図示の範囲

撤去範囲　※下地モルタルまで　・貼付けモルタルまで　・タイルのみ
1 既存タイル貼り

工法

2 ひび割れ部改修 改修箇所　※既存タイル貼り面
・既存タイル撤去面 （・コンクリート面　・モルタル面）

［4.2.2］［4.5.5、6］

※自動式低圧エポキシ

・手動式エポキシ樹脂
注入工法

・機械式エポキシ樹脂

工法の種類 注入量(ml/ｍ)注入口間隔(㎜)ひび割れ幅(㎜)

※200～ 300　

・50～100
・100～200

・ ・130
・

・40
・70
・130
・

・

・
・
・

・
・
・

0.2以上～1.0以下

0.2以上～0.3未満
0.3以上～0.5未満
0.5以上～1.0以下

樹脂注入工法

・150～250
注 入 工 法

・樹脂注入工法

エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形
コア抜取り検査　・行う　

・行わない

・

・Ｕカットシール材充填工法
・シーリング材

ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う
・行わない

・可とう性エポキシ樹脂

（既存タイル貼り撤去面）

４－３ 3 欠損部改修工法 ［4.2.2］［4.5.7～8］

接着剤の種類
・ポリマーセメントモルタル
・JIS　A　5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系
・JIS　A　5557による一液反応硬化形ウレタン樹脂系

・タイル部分貼替え工法

・タイル貼替え工法

接着剤の種類
・ポリマーセメントモルタル
・JIS　A　5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系
・JIS　A　5557による一液反応硬化形ウレタン樹脂系

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地

・
タイル貼り下地等の均しモルタルの接着力試験　・行う

・行わない
・セメントモルタルによる陶磁器質タイル貼り
タイル貼りの工法

外装タイル　・密着貼り　・改良圧着貼り　・改良積上げ貼り
外装ユニットタイル　・マスク貼り　・モザイクタイル貼り

・有機系接着剤による陶磁器質タイル貼り

シーリング材の種類
打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地　※ポリウレタン系 ・

・

4 浮き部改修工法 ［4.2.2］［4.5.9～15］

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数 注入口の箇所数 充填量 注入量

・アンカーピンニング部分

・アンカーピンニング全面

・アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング部分

エポキシ樹脂注入工法

エポキシ樹脂注入工法

エポキシ樹脂注入工法

エポキシ樹脂注入工法

・注入口付アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング全面
ポリマーセメントスラリー注入工法

ポリマーセメントスラリー注入工法

（本/㎡）
一般部 指定部 指定部一般部

（箇所/㎡） (ml/箇所)(ml/箇所)

※16

※13

※13

※9

※9

※9
・

・

・

・

・
※25

※20

※20

※16

※16

※16

※12

※12

※9

※9

※20

※20

※16

※16

※25

※25

※25

※25

※50

※50

・

・

・

・

・

・ ・

・

・

・ ・

・ ・

・

・

・

工法の種類

工法の種類

（タイルを撤去しない場合）

・ ・ ・ ・ ・

・タイル貼替え工法

・タイル部分貼替え工法

・注入口付アンカーピンニング部分 ※25
エポキシ樹脂注入タイル固定工法

アンカーピン

・
注入口付アンカーピン

※ステンレス製（SUS304）呼び径4㎜の丸棒で全ネジ切り加工したもの

・

※ステンレス製（SUS304）呼び径外系6㎜

※ステンレス製（SUS304）呼び径外系6㎜

接着剤の種類

・JIS　A　5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系
・JIS　A　5557による一液反応硬化形ウレタン樹脂系

・タイル部分貼替え工法

・タイル貼替え工法

接着剤の種類
・ポリマーセメントモルタル
・JIS　A　5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系
・JIS　A　5557による一液反応硬化形ウレタン樹脂系

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地

・

・ポリマーセメントモルタル

タイル貼り下地等の均しモルタルの接着力試験　・行う

・セメントモルタルによる陶磁器質タイル貼り
タイル貼りの工法

外装タイル　・密着貼り　・改良圧着貼り　・改良積上げ貼り
外装ユニットタイル　・マスク貼り　・モザイクタイル貼り

・有機系接着剤による陶磁器質タイル貼り

シーリング材の種類
・

・

・目地ひび割れ部改修工法

・伸縮調整目地改修工法

5 目地改修工法 ［4.5.16］

6 タイルの形状、

寸法等
［4.2.2］

形状
寸法

（㎜）

吸水率に
よる区分

うわ
ぐすり

色

Ⅰ 施

ゆ
う

無
有 無

標 特
ゆ
う

Ⅱ Ⅲ
有 無

役物 再生
材の
適用

耐凍
害性 備考

類 類 類 準 注 Ｇ

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

試験貼り　・行う　・行わない
見本焼き　・行う　・行わない

・行わない

脱気装置の種類及び設置数量　※ルーフィングシート製造所の指定による

既存のといその他の撤去及び降雨等の対する養生方法　※図示　
鋼管製といの防露巻き　　※改修標準仕様書表3.8.5による
たてどい受金物の取付け　※図示

充填材料　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系

抜取り個数　※長さ500ｍごと及びその端数につき1個

抜取り部の補修方法　※図示

板材折曲げ形の笠木の取付方法　※図示
下地補修の工法　※図示

・
・

抜取り個数　※長さ500ｍごと及びその端数につき1個
抜取り部の補修方法　※図示

充填材料　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系

・

・

仕上げ厚又は全塗厚が25㎜を超える場合の措置　※図示 ・

仕上げ厚又は全塗厚が25㎜を超える場合の措置　※図示 ・

・

・充填材料　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系

抜取り個数　※長さ500ｍごと及びその端数につき1個

抜取り部の補修方法　※図示

伸縮調整目地の位置及び寸法　・図示 ・

※変成シリコーン系

位置　※改修標準仕様書表4.5.1による

伸縮調整目地その他の目地 ※変成シリコーン系

注入量(ml/m)

［3.5.2］［表3.5.1、2］

絶縁用シートの材質　※発砲ポリエチレンシート ・

※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍

・適用しない

シーリング材の目地寸法　※改修標準仕様書3.7.3（a）(1)～(3)による

※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）

・適用しない

・アンカーピンニング全面

・アンカーピンニング全面

エポキシ樹脂注入工法

エポキシ樹脂注入工法

エポキシ樹脂注入工法

エポキシ樹脂注入工法
・注入口付アンカーピンニング全面

ポリマーセメントスラリー注入工法

ポリマーセメントスラリー注入工法

・アンカーピンニング部分

・注入口付アンカーピンニング部分

・注入口付アンカーピンニング全面

・充填工法

・モルタル塗替え工法

位置　※改修標準仕様書表4.5.1による

打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地　※ポリウレタン系
伸縮調整目地その他の目地

主な用途に
よる区分
施工箇所

脱気装置の種類及び設置数量　　※主材料製造所の指定による ・

・図面仕上
・X-2
・X-1 脱気装置　　・設ける　・設けない

・
ドレイン　　・仕上表による表による

・ウレタン系塗膜防水とする。
・その他仕上表による（アスファルト系塗膜防水）

外壁（PCｼﾞｮｲﾝﾄ目地部分）
サッシ廻り

４

調査内容

調査範囲　・外壁改修範囲　・図示の範囲

タイル貼り仕上げの場合

の幅及び長さ、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び錆汁の流出の有無を

調査する。

コンクリート打放し仕上げ、モルタル塗り仕上げの場合
ひび割れ（幅0.1～0.2㎜未満、0.2～0.3㎜未満、0.3～0.5㎜未満、0.5～1.0㎜
未満、1.0㎜以上）の幅及び長さ、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び

錆汁の流出の有無を調査する。

モルタル塗仕上げ及びタイル貼り仕上げについては、浮き部分、欠損部の形
状寸法等を調査する。
コンクリート表面のはがれ及びはく落部を調査する。

を調査する。また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。

塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部

・

・

ひび割れ（幅0.2～0.3㎜未満、0.3～0.5㎜未満、0.5～1.0㎜未満、1.0㎜以上）

既存部分の破壊を行った場合の補修方法　・図示
調査報告書の部数　・2部

樹脂
（試験方法）
工事建築材料等品質性能表による

工事建築材料等品質性能表による

（品質・性能）

［4.2.2］

1 可とう性エポキシ

2 施工数量調査

防
水
改
修
工
事

３

防
水
改
修
工
事

外
壁
改
修
工
事（

共
通
事
項）

外
壁
改
修
工
事
　
コ
ン
ク
リー

ト
打
放
し
仕
上
げ
外
壁
改
修

外
壁
改
修
工
事
　
モ
ル
タ
ル
塗
り
仕
上
げ
外
壁
改
修

外
壁
改
修
工
事
　
タ
イ
ル
貼
り
仕
上
げ
外
壁
改
修

外
壁
改
修
工
事
　
タ
イ
ル
貼
り
仕
上
げ
外
壁
改
修

特記仕様書（２）
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・変成シリコン（MS-2）
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マスターキー　・製作する　・製作しない　・既存のマスターキーに合わせる

張り面

※内張り　・外張り

19 ガラス用フィルム

・フロート強化ガラス

・Ｂ－2種

2 防火戸

1 所要量の確認

設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550
A箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号

・フロートガラス

簡易気密型　・適用する

章 項目 特記事項項目 特記事項項目 特記事項章 章 項目章

４－４

工程ごとの所要量の確認　※改修標準仕様書表4.6.1による

［4.6.2］［表4.6.1］

［4.6.3］2 既存塗膜等の除去

及び下地処理
工　法 処理範囲 下地面の補修

※図示 4－1～
4－2による

・サンダー工法

（既存塗膜の除去範囲は処理面積の30％
とする）

加圧力
※30MPa程度以上

・塗膜はく離剤工法

・高圧水洗工法

・水洗い工法

・

※図示

・
※図示

・

※図示

・
（既存塗膜の除去範囲は既存塗膜の劣化

部とする）

3 下地調整塗材

4 仕上げ塗材仕上げ

［4.6.4］

［4.6.5］

※下地調整塗材

・ポリマーセメントモルタル

・防水形仕上げ塗材主材

建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量

※規制対象外　
新規仕上塗材の種類

種　類 呼び名
防火
材料

仕上げの形状及び工法等

・薄付け仕上
塗材

・外装薄塗材Ｓｉ

Ｓｉ
・可とう形外装薄塗材

・可とう形外装薄塗材
・防水形外装薄塗材

Ｅ
Ｅ

・外装薄塗材Ｅ

・外装薄塗材Ｓ

・砂壁状

・ゆず肌状（・吹付け・ローラー塗り）
・さざ波状

・着色骨材砂壁状（・吹付け・こて塗り）
・砂壁状じゅらく
・京壁状じゅらく

・複層塗材ＣＥ

・厚付け仕上
塗材

・外装厚塗材
・外装厚塗材
・外装厚塗材

Ｃ
Ｓｉ
Ｅ

・可とう形複層塗材ＣＥ
・複層塗材
・複層塗材
・複層塗材

Ｓｉ

Ｅ
ＲＥ

・防水形複層塗材
・防水形複層塗材
・防水形複層塗材
・防水形複層塗材

ＣＥ

Ｅ
ＲＥ

ＲＳ

・凹凸状（・吹付け・こて塗り）

・平たん状

・吹放し　・凸部処理　・平たん状

・凹凸状　・ひき起こし　・かき落とし
上塗材　・適用する　・適用しない
・ゆず肌状　・凸部処理　・凹凸模様

上塗材
耐候性　※耐候形3種 ・

・

・メタリック

・増塗材
・適用する　・適用しない

・可とう系改修
用仕上塗材

・可とう系改修塗材
・可とう系改修塗材

・可とう系改修塗材

Ｅ

ＲＥ
ＣＥ

・平たん状
・さざ波状
・ゆず肌状

5 マスチック塗材塗り
種別　・Ａ種　・Ｂ種

［4.6.6］

1 改修工法５

適用箇所撤去工法かぶせ工法建具の種類

・アルミニウム製建具

・樹脂製建具

・内部

・鋼製軽量建具

・ステンレス製建具

・外部

・
・

・
・

・

・

・
・
・

・
・
・
・
・

・
・
・

・

・

・

・建具表による ・

・建具表による ・

・建具表による ・

・建具表による ・

・建具表による ・

・建具表による ・

［5.1.3］

新規に建具を設ける場合
・

・

・適用する　適用箇所（・建具表による　・　　　　）

［5.1.4］

3 見本の製作等
・行う（建具符号：　　　　）

・行わない
建具見本の製作

建具見本の程度 ・工事に使用するものとして、あらかじめ製作する
・納まり等がわかる程度のもの

特殊な建具の仮組 ・行う（建具符号：　　　　）

・行わない

4 防犯建物部品 ［5.1.7］

［5.1.5］

・適用する（　　　　　）　適用箇所（・建具表による　・　　　　）

・適用しない

・適用しない

・鋼製建具

５

性能等級
［5.2.2、4、5］［表5.2.2］

外部に面する建具 ・Ａ種
・Ｂ種
・Ｃ種

（建具符号：・建具表による　・　　　　）
（建具符号：・建具表による　・　　　　）

防音ドアセット、防音サッシ
（建具符号：・建具表による　・　　　　）

断熱ドアセット、断熱サッシＧ

・適用する　遮音性の等級（　　　　　）

（建具符号：・建具表による　・　　　　）
・適用しない
・適用する　断熱性の等級（　　　　　）

（建具符号：・建具表による　・　　　　）
・適用しない

耐震ドアセット ・適用する　面内変形追随性の等級（　　　）
（建具符号：・建具表による　・　　　　）
・適用しない

枠の見込み寸法
表面処理

・建具表による ・

外部に面する建具　 ・

屋内の建具
皮膜等の種類（※改修標準仕様書表5.2.2による　・　　）

・Ｂ－1種

・Ｃ－1種 ・Ｃ－2種
着色（・アンバー　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラー）

着色（・アンバー　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラー）
結露水の処理方法

水切り板、ぜん板
・図示
・図示

・
・

網戸等

種類

・防虫網

・防鳥網

※合成樹脂製
・ガラス繊維入り合成樹脂製

ステンレス（SUS304）線材

材種 線径 網目

※16～18メッシュ※0.25㎜以上

1.5㎜

・ ・

6 樹脂製建具

［5.2.3］

［5.3.2～5］

性能等級

外部に面する建具 ・Ａ種
・Ｂ種
・Ｃ種

（建具符号：・建具表による　・　　　　）
（建具符号：・建具表による　・　　　　）

防音ドアセット、防音サッシ
（建具符号：・建具表による　・　　　　）

断熱ドアセット、断熱サッシＧ

（建具符号：・建具表による　・　　　　）

（建具符号：・建具表による　・　　　　）

・適用する　遮音性の等級（・Ｔ－1・Ｔ－2）

（・Ｈ－4・Ｈ－5　・　　）

・適用しない

・適用しない

・建具表による ・

表面色　※標準色　・特注色
・水切り板、ぜん板 ※図示

ガラス　※複層ガラス ・

7 鋼製建具 ［5.2.2］［5.4.2～4］［表5.4.2］
性能等級

（建具符号：・建具表による　・　　　　）
・適用しない

外部に面する建具の耐風圧性 ・S-4

・S-5
・S-6
・

（建具符号：・建具表による　・　　　　）
（建具符号：・建具表による　・　　　　）
（建具符号：・建具表による　・　　　　）

防音ドアセット、防音サッシ

断熱ドアセット、断熱サッシＧ

（建具符号：・建具表による　・　　　　）

・適用する　断熱性の等級（　　　　　）
・適用しない

・適用する　遮音性の等級（　　　　　　）

（建具符号：・建具表による　・　　　　）
・適用しない

耐震ドアセット ・適用する　面内変形追随性の等級（　　　）
（建具符号：・建具表による　・　　　　）
・適用しない

鋼板

・JIS　G　3302

・JIS　G　3317（溶融亜鉛ー5％
アルミニウム合金めっき鋼板）

（溶融亜鉛めっき鋼板）

※Z12又はF12 ・ ・標準仕様書表
5.4.2による

めっき付着量 厚　さ

・

材　料

8 鋼製軽量建具 ［5.2.2］［5.5.2～4］
性能等級

簡易気密型　・適用する

（建具符号：・建具表による　・　　　　）
・適用しない

防音ドアセット、防音サッシ

断熱ドアセット、断熱サッシＧ ・適用する　断熱性の等級（　　　　　）
・適用しない

・適用する　遮音性の等級（　　　　　　）

（建具符号：・建具表による　・　　　　）
・適用しない

耐震ドアセット ・適用する　面内変形追随性の等級（　　　）
（建具符号：・建具表による　・　　　　）
・適用しない

・
召合せ、縦小口包み板の材質　※鋼板 ・

５

特記事項

［5.2.2］［5.4.2］［5.6.2～4］
性能等級

簡易気密型　・適用する

（建具符号：・建具表による　・　　　　）
・適用しない

外部に面する建具の耐風圧性 ・S-4

・S-5
・S-6
・

（建具符号：・建具表による　・　　　　）
（建具符号：・建具表による　・　　　　）
（建具符号：・建具表による　・　　　　）

防音ドアセット、防音サッシ

断熱ドアセット、断熱サッシＧ

（建具符号：・建具表による　・　　　　）

・適用する　断熱性の等級（　　　　　）
・適用しない

・適用する　遮音性の等級（　　　　　　）

（建具符号：・建具表による　・　　　　）
・適用しない

耐震ドアセット ・適用する　面内変形追随性の等級（　　　）
（建具符号：・建具表による　・　　　　）
・適用しない

鋼板（屋外）　※SUS304、SUS430J1L、SUS443J1、 ・

SUS430 ・
表面仕上げ　※ＨＬ仕上げ　・鏡面仕上げ ・
ステンレス鋼板の曲げ加工　※普通曲げ　・角出し曲げ

鋼板（屋内）　※SUS304、SUS430J1L、SUS443J1、

10 建具用金物 ［5.7.2、3］

・
・

・錠前類 【シリンダ箱錠及びシリンダ本締り錠】
（品質）
工事建築材料等品質性能表による

工事建築材料等品質性能表による

工事建築材料等品質性能表による

工事建築材料等品質性能表による

工事建築材料等品質性能表による

工事建築材料等品質性能表による

工事建築材料等品質性能表による

・錠前類 【レバーハンドル】

（性能）

（性能）

（試験方法）

・クローザ類
（品質・性能）

（試験方法）

（試験方法）

その他の鍵 ・
鍵箱 ※無 ・有

11 鍵

12 自動ドア開閉装置

［5.7.4］

［5.8.2、3］

自動ドア

・SSLD－1
・SSLD－2
・DSLD－1
・DSLD－2

・SWD－1
・SWD－2

・図示

※改修標準仕様書表

※改修標準仕様書表

5.8.1による

5.8.2による

・

・

・

性能 防錆

・適用する

・適用しない

凍結防止

（適用箇所は

・マットスイッチ
・光線(反射)スイッチ
・熱線スイッチ
・音波スイッチ
・光電スイッチ

・タッチスイッチ
・押しボタンスイッチ
・ペダルスイッチ
・多機能トイレスイッチ

建具表による)

・行う

・行わない

センサーの種類

・電波スイッチ

工事建築材料等品質性能表による

工事建築材料等品質性能表による

（品質・性能）

（試験方法）

引戸装置 性能 ※　改修標準仕様書表5.9.1による

工事建築材料等品質性能表による

（試験）

13 自閉式上吊り ［5.9.3］

［5.10.2、3］

・一般重量シャッター
・外壁用防火シャッター
・屋内用防火シャッター
・屋内用防煙シャッター

シャッターの種類 耐風圧強度

耐風圧強度　（　　　　　）N/㎡

開閉機能による種類　※上部電動式（手動併用）　・上部手動式
一般重量シャッターのシャッターケース　　・設ける　・設けない

14 重量シャッター

耐風圧強度　（　　　　　）N/㎡

鋼板の種類　・JIS　G　3302（溶融亜鉛めっき鋼板）
・JIS　G　3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板）

・

15 軽量シャッター ［5.11.2～4］
開閉形式　※手動式　・上部電動式（手動併用）
耐風圧強度　（　　　　　）N/㎡

スラットの材質
・JIS　G　3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板）

・JIS　G　3322（塗装溶融55％アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板）
めっき付着量　（※Z06又はF06　・　　　　）

めっき付着量　（※AZ90　・　　　　）

スラットの形状　・インターロッキング形　・オーバーラッピング形

スラット及びシャッターケース用鋼板

５

16 オーバーヘッド

ドア

［5.12.2、3］

セクション材料
による区分

ガイドレール
の材質

※スチールタイプ
・アルミニウムタイプ
・ファイバーグラス

タイプ

収納形式
による区分

・スタンダード形

開閉方式

による区分
※バランス式・125

耐風圧
区分(Pa)

17 ガラス ［3.7］［5.13.2～4］［表5.13.1］

・フロート合わせ
ガラス

・フロート板合わせガラス
・熱線吸収、フロート板合わせガラス

・網入磨き合わせ
ガラス

・網入磨き、フロート板合わせガラス
・網入磨き、熱線吸収板合わせガラス ・Ⅲ類

・Ⅱ－1類・Ⅱー2類

性能構成種類品種
・Ⅰ類

性能

・Ⅰ類
材料板ガラスによる種類

・型板ガラス

・熱線吸収強化ガラス

・型板強化ガラス

・Ⅲ類

・熱線吸収板ガラス

・合わせガラス

品種

種類

性能

・1種　・2種 ・ブルー　・グレー　・ブロンズ
色調

・熱線吸収フロート板ガラス
・熱線吸収網入磨き板ガラス

・強化ガラス

・複層ガラス
断熱性 日射熱遮へい性

・断熱複層ガラス

・日射熱遮へい複層ガラス

U1
U2

・U-3-1　・U-3－2

E4
E5

・熱線反射ガラス

・１種

・３種
・４種

品種

品種 日射
遮へい性

耐久性

・１種

・３種

・２種

・２種

・５種

A種
・A種　・B種

B種

・熱線反射ガラス
色調（・ブルー　・グレー）

・高性能熱線反射ガラス
色調（・ブロンズ　・シルバー）

映像調整　　・行わない　・行う
反射被膜面　・内面　・外面

・倍強度ガラス
材料板ガラスによる種類の名称 色調

・フロート倍強度ガラス
・熱線吸収倍強度ガラス ・ブルー　・グレー　・ブロンズ

ー

［5.13.5］

表面
形状

呼び寸法

・160×160

・200×200

・320×320
・250×125
・320×160

・95
・125

・95
・125
95
80
95

色調
クリア乳白

厚さ
平積み 曲面積み

目地幅（㎜） 伸縮調整
目地(㎜)

防火
性能

※8～15
・15～25
・

外側
※15以下
・
内側
※6以上

※6ｍ以下
ごとに
10～25

・図示
・

※無し

・有り

・正方形

・長方形

・
・

・

・
・
・

・
・

・

・
・
・

・

曲面積みの曲率半径は、ガラスブロックの幅寸法の10倍以上とする。

壁用金属枠及び補強材　・設ける（形状　※図示　　・　　　　　）
・設けない

寸法　※径5.5㎜
形状　※はしご形状複筋及び単筋

力骨 材質　※ステンレス鋼（SUS304）
・

・

・

化粧目地モルタルの色（　　　　　　　　）

金属製化粧カバー 材質　・ステンレス製　・アルミニウム製
寸法　・図示
形状　・図示

・
・

工法

建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法
※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍

の風圧力に対応した工法）
・適用しない ・

・

飛散防止率Ｄ１
性能値

・ガラス飛散防止フィルム
・日射調整フィルム

名称

ＧＳ

種類

品質　JIS　A　5759による

壁部分の開口の開け方　※図示

新規建具周囲の補修工法及び範囲　※図示

（建具符号：・建具表による　・　　　　）

鋼板の厚さ　・改修標準仕様書表5.5.1による

枠の見込み寸法

皮膜等の種類（※改修標準仕様書表5.2.2による　・　　）

金物の種類・見え掛り部の材質等　※改修標準仕様書表5.7.1による
樹脂製建具に使用する丁番　※改修標準仕様書表5.7.3による

・

握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付位置　・建具表による

※各室３本１組

めっきの付着量　※Z12又はF12

※ガラスブロック製造所の仕様による　・図示　

Ｇ

・

・

・複層仕上塗材

5 アルミニウム

製建具

・

・ステンレス（SUS316）製
網目寸法15㎜

・適用する　断熱性の等級

・※Y08

9 ステンレス
製建具

・50
・75
・100

・電動式

・チェーン式 ・ローヘッド形
・ハイリフト形
・バーチカル形

※溶融亜鉛
めっき鋼板

・ステンレス
鋼板

建具の種類 ガラス留め材 ガラス溝の大きさ（㎜）
※改修標準仕様書表

5.13による

・図示

※改修標準仕様書表

・図示

5.13による

※改修標準仕様書表

・図示

5.13による

アルミニウム製

鋼製及び鋼製軽量

ステンレス製

・シーリング材
・ガスケット

・グレイジングチャンネル形
・
・シーリング材

・シーリング材

・

・

ガラス留め材及び溝の大きさ

・145×145 ・95

樹脂　※アクリル系　
溶媒　※水系　・溶剤系

外観　※つやあり　・つやなし

18 ガラスブロック

外
壁
改
修
工
事

塗
り
仕
上
げ
外
壁
改
修

建
具
改
修
工
事

建
具
改
修
工
事

建
具
改
修
工
事

建
具
改
修
工
事

鋼板　※化粧鋼板　・ビニル被膜鋼板　・カラー鋼板

特記仕様書（３）

04

（要協議）

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事



設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550
A箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号

※人体帯電圧3kv以下

・適用する
（性能：

・適用しない
・　　　　　　　　）

章 項目 特記事項項目 特記事項項目 特記事項章 章 項目 特記事項章

内
装
改
修
工
事

６ 既存間仕切り壁撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲
※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・図示

天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修

1 改修範囲 ［6.1.3］

・

2 既存床の撤去及び

3 既存壁の撤去及び

  下地補修

  下地補修

［6.2.2］

［6.3.2］

4 木下地等の表面
仕上げ

［6.5.1］

表面仕上げの種別 適用箇所

※Ｂ種

・Ａ種

・Ｃ種
・Ｄ種

5 製材 ［6.5.2］

・「製材の日本農林規格」による下地用針葉樹製材

施工箇所 樹種 寸法
(㎜) の適用

等級 形状 含水率
間伐材等

※ A種 ・ B種
※ A種 ・ B種
※ A種 ・ B種

・
・
・

・「製材の日本農林規格」による造作用針葉樹製材

施工箇所 樹種 寸法
(㎜) の適用

等級 形状 含水率

※ A種 ・ B種

間伐材等

・
・
・

・
・

※2級

※2級
※2級

・
・

・

・「製材の日本農林規格」による広葉樹製材

施工箇所 樹種 寸法
(㎜) の適用

等級 形状 含水率
間伐材等

※ A種 ・ B種
※ A種 ・ B種
※ A種 ・ B種

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・「製材の日本農林規格」以外の製材

の適用
間伐材等

・

含水量難熱処理防虫処理施工箇所 寸法
(㎜)

材面
の品質
(　　　)
造作材の

場合

(※A種・B種)

樹種

・適用
する

・適用
しない

・適用
する

・適用
しない

※A種

・B種

・代用樹種を使用できない箇所（　　　　　　　　）

※1等

※1等
※1等

6 造作用集成材 ［6.5.2］
ホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・

施工箇所 樹種 寸法
(㎜)

間伐材等
の適用

・

見付け材面の品質

・
・

※1等

※1等
※1等

・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

施工箇所
間伐材等
の適用

・
・
・

寸法
(㎜)

芯材

の樹種 の樹種
化粧薄板 化粧薄板

の厚さ(㎜)

見付け材面
の品質

※1等

※1等

※1等

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材

間伐材等
の適用

・
・
・

化粧薄板

の厚さ(㎜)
寸法
(㎜)

芯材
の樹種の樹種

化粧薄板
施工箇所

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱

見付け材面の品質施工箇所 樹種 寸法
(㎜)

間伐材等
の適用

・
・
・

含水率

※ A種 ・ B種
※ A種 ・ B種
※ A種 ・ B種

・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材

※ A種 ・ B種
・

(㎜)
寸法 板の厚

(㎜)

化粧薄 見付け
材面の

品質

含水率
の適用
間伐材等芯材の

樹種

化粧薄
板の
樹種

施工

箇所

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱

施工

箇所

化粧薄
板の
樹種

芯材の

樹種
寸法
(㎜)

化粧薄
板の厚
(㎜)

内
装
改
修
工
事

６
7 造作用単板積層材

Ｇ
［6.5.2］

ホルムアルデヒド放散量　※規制対象外 ・

改修後の床の清掃範囲　※改修箇所の室内　

・

施工箇所
厚さ

（㎜）
表面の化粧加工 防虫処理

の適用
間伐材等

・適用する
・適用

しない
（加工　・天然木加工・塗装加工）
・有り

・無し（等級：　　　　　　）

「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

・

施工箇所
厚さ

（㎜） の適用
間伐材等

・有り

表面の化粧加工

（加工　・天然木加工
・塗装加工）

・無し（　　　　　　）

・適用する
・適用

しない

含水率

※14％以下

8 床張り用合板等
Ｇ

［6.5.2］

ホルムアルデヒド放散量　※規制対象外 ・第三種

・普通合板 Ｇ

防虫処理

施工
箇所

厚さ

(㎜)

表板の

樹種名

接着
の
程度

板面の品質 防虫処理 難燃処理 防炎処理

・

の適用
間伐材等

※5.5 ※1類
・2類

・

・適用
する

・適用
しない

※2等以上
広葉樹

・1等
針葉樹
※C-D以上

・適用
する

・適用
しない

・適用
する

・適用
しない

・構造用合板 Ｇ

施工
箇所

厚さ

(㎜)

・

の適用
間伐材等

・適用
する

・適用
しない

・適用
する

※12 ※2級以上

等級
表面の

樹種名
強度等級防虫処理

接着

の程度

板面

の品質

※1類 ※C-D以上

・適用
しない

（　　）・ ・1級 ・特類 ・

・パーティクルボード Ｇ

施工箇所
厚さ

（㎜）
接着剤 難燃性

による区分 による区分

※15
・

曲げ強さ

・

※13タイプ

表裏面の
状態に

※P又はM
・

・構造用パネル

施工箇所
（㎜）
厚さ

等級

・1級　　　・2級　　　・3級　　　・4級

［6.5.3］［6.8.2］［6.9.3］［6.11.4.5］
接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。

9 接着剤

［6.5.5］
・防腐、防蟻処理が不要な樹種による製材及び集成材

適用部位：（　　　　　　　　　　　　　　　　）

保存処理性能区分

・Ｋ２　・Ｋ３　・Ｋ４
・Ｋ２　・Ｋ３　・Ｋ４
・Ｋ２　・Ｋ３　・Ｋ４

・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

適用部位

適用部位 処理の方法

※改修標準仕様書6.5.5(a)(ⅲ)②ｱ～ｴによる ・

※改修標準仕様書6.5.5(a)(ⅲ)②ｱ～ｴによる ・

※改修標準仕様書6.5.5(a)(ⅲ)②ｱ～ｴによる ・

適用部位（　　　　　　　　　　　　　　　）

10 防腐・防蟻処理

11 軽量鉄骨天井下地

・ボード原料接着材への薬剤混入による防腐、防蟻処理

野縁等の種類

［6.6.2～4］

屋外（※ 25 形　・　19 形）　屋内（※ 19 形　・　25 形）
・屋外の軒天井、ピロティ天井等

工法
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法

※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.5　・1.3）倍

の風圧力及び積雪荷重に対応した工法）
・適用しない

野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔　・図示　・

周辺部の端からの間隔　・図示 ・
野縁の間隔　・図示 ・

既存の埋込みインサート　・使用する　・使用しない
あと施工アンカーの引抜き試験　・行う（屋外の場合の方法：

・行わない

・吊りボルトの間隔が900㎜を超える場合の補強方法　※図示 ・

※改修標準仕様書6.6.4(ｈ)(1)(2)による ・
・天井のふところが1.5ｍ以上3.0ｍ以下の場合の補強方法

・天井のふところが3.0ｍを超える場合の補強方法　※図示

・天井下地材における耐震性を考慮した補強

補強箇所　※図示
補強方法　※図示

・
・

内
装
改
修
工
事

６
スタッド、ランナーの種類

※改修標準仕様書6.7.3によるスタッドの高さによる区分に応じた種類

12 軽量鉄骨壁下地

13 ビニル床シート

［6.7.3］［表6.7.1］

［6.8.2.3］

・

・

厚さ(㎜)色柄

・耐動荷重性

・防滑性

・無地

・ﾏｰﾌﾞﾙ柄

・無地
・柄物

種類

(複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ)

・発砲層の

ないもの

・発砲層の
あるもの

特殊機能施工箇所JIS記号

※FS

備考

工法　※熱溶接工法　・突付け（施工箇所：　　　　　　）
特殊機能

帯電防止　・帯電防止性能評価値（JIS　A　1455）1.2以上～3.2未満
又は体積電気抵抗値（JIS　A　1454）1×10＾7～1×10＾10Ω程度

Ｇ
14 ビニル床タイル ［6.8.2］

特殊機能 厚さ(㎜) 備考寸法

・300×300

・300×300

・450×450

・450×450

・500×500

・ＦＴ

・ＫＴ

・ＦＯＡ

（複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ）

（ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ
床ﾀｲﾙ）

（置敷きﾋﾞﾆる床ﾀｲﾙ）

・無地
・柄物

・無地
・柄物

・無地
・柄物

色柄施工箇所

・帯電防止
・防滑性

※2.0

・帯電防止
・防滑性

・帯電防止
・防滑性

・2.5

・3.0
・2.0

・3.0

・

JIS記号

特殊機能

又は体積電気抵抗値（JIS　A　1454）1×10＾7～1×10＾10Ω程度
・
・

帯電防止　・帯電防止性能評価値（JIS　A　1455）1.2以上～3.2未満

高さ（㎜）

材質　　 ・軟質　　・硬質

・

15 ビニル幅木

16 ゴム床タイル

［6.8.2］

［6.8.2］
色柄

寸法（㎜）

厚さ（㎜）※1.5以上

厚さ（㎜） ・3.0　・4.5　・6.0　・9.0

（　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　）

Ｇ
17 カーペット敷き ［6.9.3～4］［表6.9.1］

・Ａ種

・Ｂ種
・Ｃ種

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ

・ﾙｰﾌﾊﾟｲﾙ
・ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ

併用

・織じゅうたん
種別 備考

・ｳｨﾙﾄﾝｶｰﾍﾟｯﾄ

パイル形状

・ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｪｰｽ
ｶｰﾍﾟｯﾄ

・ｱｷｽﾐﾝｽﾀｰ
ｶｰﾍﾟｯﾄ

※人体帯電圧3kv以下

・適用する
（性能：

・　　　　　　　　）
・適用しない

（標準品）

色柄等織り方 帯電性

・無地
・柄物

・

・タフテッドカーペット
パイル形状

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ

・ﾙｰﾌﾊﾟｲﾙ
・ﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ

・ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ併用

・
・
・

・ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ 工法

帯電性 備考

※全面接着工法
工法ﾊﾟｲﾙ長さ(㎜)

下敷き材（グリッパー工法の場合）

下敷き材　※反毛フェルト（JIS　L　3204）の第2種2号　呼び厚さ　8㎜

※反毛フェルト（JIS　L　3204）の第2種2号　呼び厚さ　8㎜ ・

・5～7
・4～6
・4
・

・ニードルパンチカーペット
厚さ（㎜）（　　　）

帯電性　・適用する（性能：※人体帯電圧3kv　以下　・　　　）
・適用しない

備考（　　　　　）

・タイルカーペット
パイル形状 種別 施工箇所 寸法（㎜） 備考総厚さ(㎜)

※ルーフパイル

・カットパイル

・カット・ループ

併用

※第一種

・第二種
・第一種

・第二種

・第二種
・第一種

※500×500
・
※500×500
・
※500×500
・

※6.5

・
※6.5

・
※6.5

・

タイルカーペットの敷き方　　平　　場　※市松敷き　・模様流し ・
階段部分　※模様流し　・市松敷き ・

見切り、押え金物　・適用する（材質、形状等　※図示　・　　　　　）

・適用しない

内
装
改
修
工
事

６
12 合成樹脂塗床 ［6.10.2～3］

弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系
塗床

・厚膜型塗床材

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床

・厚膜型塗床材

・薄膜型塗床材

（JIS　K　5970）

施工箇所種別 仕上げの種類

※平滑仕上げ

・つや消し仕上げ

・平滑仕上げ

・防滑仕上げ

・防滑仕上げ

工程
塗布量（㎏/㎡）

・
表面仕上げ

・平滑　・防滑
溶剤

・水性色・溶剤系
・無溶剤系

仕上げ色

・標準色 ・

工法

工法
・薄膜流し展べ

・厚膜流し展べ

・樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法

工法

・ｱｸﾘﾙ樹脂塗床

塗料のホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・第三種

［6.11.2～7］

Ｇ

樹種 大きさ 仕上塗装
間伐材等
の適用

ﾎﾞｰﾄﾞ
・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ
ﾌﾞﾛｯｸ

・ﾓｻﾞｲｸ
ﾊﾟｰｹｯﾄ

・釘留め工法

・釘留め工法

（根太張り）

（直張り）
・接着工法

・モルタル

埋込工法

・接着工法

・接着工法

※なら
・
※なら
・
※なら
・
※なら
・
※なら
・

板幅75

板長さ500以上
・12以上

・
・12以上

・
15

※15

15 ・塗装品

板幅75

板幅75
板長さ300以上

板長さ300以上
303×303

※303×303
・
・

・無装飾品

・塗装品
・無装飾品
・塗装品
・無装飾品
・塗装品
・無装飾品

・

・

・

・

・

・

・ ・

工法
厚さ
（㎜）

種類

工法種類
厚さ/大
きさ(㎜)

樹種 種別 防湿処理 塗装
仕上げ

間伐材等
の適用

・複合1種

・複合2種

・複合3種

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

（根太張り）

（直張り）

・釘留め工法

・釘留め工法

・接着工法

・
※なら

・
※なら板厚

・8以上 ・
板幅
・75以上
板長さ

900以上

・A種

・B種
※C種

・適用

する
・適用
しない

・塗装品

・無塗装
品

・

・

Ｇ

フローリング及び接着剤のホルムアルデヒドの放散量　　※規制対象外
接着工法の場合の緩衡材　※合成樹脂発泡シート ・
現場塗装仕上げ　・行う（施工箇所　　　　　　　　　　）

※ウレタン樹脂ワニス塗り
・オイルステンの上、ワックス塗り
・生地のままワックス塗り

・行わない

20 畳敷き ［6.12.2］

種別　　・A種　　　・B種　　　・C種

下地の種類
・D種（畳床：・KT－Ⅰ・KT-Ⅱ・KT-Ⅲ・KT-K・KT-N）
・標準仕様書　表12.6.1による床組
・ポリスチレンフォーム床下地（ノンフロン　　）Ｇ

・

畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない
か、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

天井内の既存壁撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲
※壁面より両側６００㎜程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・図示

合成樹脂塗床材の除去工法　・機械的除去工法　・目荒し工法

・
・
・

※ A種 ・ B種
※ A種 ・ B種
※ A種 ・ B種

含水率
間伐材等
の適用

材面の
品質

・

による区分による区分

※2.5
※2.0

ビニル床シート等の除去 ※仕上材のみ（接着剤とも）

・下地モルタルとも（・図示の範囲　・除去範囲全て）

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修

※改修標準仕様書4.4.9によるモルタル塗り
（塗り厚25㎜を超える場合の補修　・行う　・行わない）

・図示

19 フローリング張り

天然木化粧複合フローリング

単層フローリング

・既存のまま　・図示

コンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及び
エポキシ樹脂モルタルは、４章外壁改修工事による。

ホルムアルデヒドの放散量　※規制対象外 ・

スタッドの高さが5ｍを超える場合　※図示 ・

・防汚性

・抗菌性

特記仕様書（４）

05

・60　・75　・100　　・ワイド

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事



・合成樹脂調合

・行う　・行わない
・行う　・行わない

・

22 壁紙張り

・せっこうボード

設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550
A箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号

150角玄関・ﾎﾟｰﾁ

章 項目 特記事項 章 項目 特記事項 章 項目 特記事項 章 項目 特記事項

7 鉄筋のかぶり厚さ 最小かぶり厚さ（目地底から算出を行う）18 せっこうボード６ ６ ［8.3.5］７ ８24 タイル貼り 4 塗装［6.13.2～3］ ［6.16.2～4］
工程伸縮調整目地の位置　床タイル（・縦、横とも4ｍ以内ごと　・図示　・　　　）その他のボード 及び間隔塗装面塗装の種類 ・図示による（　　　　　）塗替え 新規JIS 床タイル以外 （・図示　・　　　）内 内 ・塗及び合板張り 厚さ（㎜）、規格等 （溶接金網を含む）種　　類 記号 ・木部屋外 ※B種 ※A種・装 装 装 柱及び梁の主筋にD29以上の使用の有無

・木部屋内Ｇ ・15　・20　・25　・ ※B種ペイント塗り ※B種・硬質木毛セメント板 HW ・・セメントモルタルによる陶磁器質タイル貼り改 改 改 ・無し
・鉄鋼面 ※B種・A種Ｇ ・15　・20　・25　・ ※B種MW・中質木毛セメント板修 修 修 ・有り　適用箇所（　　　　　）タイルの形状、寸法等 亜鉛めっき鋼面(鋼製建具)Ｇ ・15　・20　・25　・ ※A種 ・塗料の種別 ※B種NW・普通木毛セメント板 ・ 鉄筋のかぶり厚さを径の1.5倍以上確保する工 工 工

亜鉛めっき鋼面 ・Ｇ ・12　・15　・18　・21 ※B種うわ 耐凍HF・硬質木片セメント板 ※B種再生吸水率に・ ※1種　・2種 ・役物 色事 事 事 軽量コンクリートで土に接する部分
(鋼製建具以外)NFＧ ぐすり 害性主な用途に・・普通木片セメント板 よる区分 材の形状・30　 ・無し備考標 特Ⅰ 無 適用 ・ ※B種・A種Ⅱ Ⅲ 施 ※B種・クリヤラッカー塗り（CL）0.8FK・けい酸カルシウム板 よる区分 寸法タイプ2（無石綿）　・6　・8

・有り　適用箇所（　　　　　）有 無無 有(㎜) ゆ ゆ1.0FK ・A種施工箇所 Ｇ 最小かぶり厚さに加える厚さ　　（　　　）㎜
注準 ・フタル酸樹脂エナメル塗り（FE)う ー ー類類 類 う・ロックウール化粧吸音板 ・フラットタイプDR ・

・ ・（※9（不燃）　・12　・　　） ・ ※B種・A種※B種・ ・ ・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り（NAD)・ ・ ・ ・ ・・ ・ 耐久性上不利な部分（塩害等を受けるおそれのある部分等）
・ ・・ ・ ・・凹凸タイプ ・A種・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・無し（※12（不燃）　・15　・19　・　） 鉄鋼面　上塗り等級(　　)・耐候性塗料塗り（DP) A種級

標準的な曲がりの役物は一体成形とする ・有り　適用箇所（　　　　　）
亜鉛めっき鋼面・ロックウール吸音ボード A種RW-B ・・25 ・ 最小かぶり厚さに加える厚さ　　（　　　）㎜

上塗り等級(　　) 級１号 ・見本焼き
ｺﾝｸﾘｰﾄ面及び押出成形 ・・ ・・グラスウール吸音ボード GW-B ・25（ｶﾞﾗｽｸﾛｽ包）　 鉄筋相互のあき（機械式継手及び溶接継手を除く）

ｾﾒﾝﾄ板面１号32Ｋ ・既成調合モルタル ・図示による（　　　　　）・ ・ ※B種・A種ｺﾝｸﾘｰﾄ面等 ※B種・つや有合成樹脂GB-R ・12.5（不燃）　・15（不燃） モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、 ・
・ ※A種屋内の木部 ※B種 ・エマルションペイント・不燃積層せっこうボード GB-NC 9.5（不燃）化粧無（下地張り用） 細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

化粧有（ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様） ・ ※B種・A種（EPーG) 屋内の鉄鋼面 ※B種
［8.3.5］［8.4.2］使用箇所　　　・図示による（　　　　）　　 ・（品質・性能） 8 機械式継手・ ※B種・A種屋内の亜鉛めっき鋼面 ※B種GB-S・シージングせっこうボード 12.5（不燃） H12建告第1463号に適合する性能工事建築材料等品質性能表による

・・ ※B種※B種・強化せっこうボード GB-F ・合成樹脂エマルションペイント塗り（EP)・12.5（不燃）　・15（不燃）
（試験方法） ・Ａ級 ・・ ※B種・A種※B種・合成樹脂エマルション模様塗料塗り（EPーT)・せっこうラスボード GB-L 機械式継手の種類及び工法（　　　　　　）工事建築材料等品質性能表による ※B種・A種・※B種・ウレタン樹脂ワニス塗り（UC)・化粧せっこうボード GB-D 鉄筋相互のあき

・A種(W) ・図示による（　　　　　）・既製調合目地材
※B種・A種・ラッカーエナメル塗り（LE) ※B種

・（品質・性能）
・A種 品質の確認方法建築材料等品質性能表による

ー・オイルステイン塗り（OS)Ｇ・普通合板 表面の材種 ・図示による（　　　　　）（試験方法）
※B種・A種※B種・木材保護塗料塗り（WP）生地、透明塗料塗り 不良となった継手の修正方法等建築材料等品質性能表による

（※ﾗﾜﾝ程度　・　　　　） ・A種
・図示による（　　　　　）

不透明塗料塗り
・接着剤による陶磁器質タイル貼り

（※しな程度　・　　　　） 9 溶接継手 ［8.3.5］［8.4.3］使用箇所　　　・図示による（　　　　）　　 ・タイルの形状、寸法等 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面、ﾌﾟﾗｽﾀｰ面、
板面の品質（　　　　） せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面、その他ﾎﾞｰﾄﾞ面）の塗替えの場合のしみ止め H12建告第1463号に適合する性能
厚さ(㎜)（　　　　） うわ 耐凍再生吸水率に 役物 ・色 ※改修標準仕様書表7.9.1の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする ・Ａ級 ・

ぐすり・防虫処理　・難燃処理 害性主な用途に よる区分 材の形状
合成樹脂エマルションペイント塗り替えの場合のしみ止め 鉄筋相互のあき備考標 特Ⅰ 無 適用Ⅱ Ⅲ 施樹種名（　　　　　　　　） よる区分 寸法 ・図示による（　　　　　）※改修標準仕様書表7.10.1の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする ・

有 無無 有(㎜) ゆ ゆ厚さ(㎜)（　　　　） 施工箇所 Ｇ ・
注準・防虫処理　・難燃処理 う類類 類 う ・高日射反射塗料塗り 品質の確認方法Ｇ

・ ・Ｇ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・化粧加工の方法 ・・特殊加工化粧合板 ・ ・図示による（　　　　　）下地調整（改修標準仕様書表7.2.2） ・ＲＡ種　・ＲＢ種　・ＲＣ種
・ ・・ ・ ・（・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ・ﾌﾟﾘﾝﾄ・塗装） ・ ・ ・ ・ ・・ ・ 不良となった継手の修正方法等

塗料その他 塗付け量表面性能（　　　　　　）タイプ
標準的な曲がりの役物は一体成形とする 工程 ・図示による（　　　　　）

等級 (㎏/㎡)厚さ(㎜)（　　　　） 規格名称 種類規格番号試験貼り ・行う　・行わない 塗料製造所の仕様による・防虫処理　・難燃処理 耐候性 ・1級 ［8.3.8］・行う　・行わない見本焼き 10 圧接完了後の試験 外観試験 ※行う（全数）
塗料塗り ・2級屋根用塗料 2種JISK5675 ※行う（全数）超音波探傷試験

・3級・ポリエステル樹脂化粧板 内装壁タイル接着材張りに使用する有機質接着剤のホルムアルデヒド放散量
・3　　・7　　・9　　・12MDF ・・ミディアムデンシティ 仕様 ・・ ・図示による（　　　　　）11 割裂補強筋 ［8.19.6］［8.20.7］※規制対象外Ｇファイバーボード
・無研磨板 ・研磨板・単板張り ＜共通事項＞ ・改修標準仕様書　第８章　耐震改修工事８ ＜コンクリート＞
・10　 ・12　 ・15 　・18 ・Ｇパーティクルボード 25 セルフレベリング材 1 適用範囲 12 コンクリートの ［8.1.3～8.1.4］［8.9.2］［6.17.2～3］ ・普通コンクリート・改修標準仕様書における第８章耐震改修工事以外の改修工事で第８章を引用
・単板ｵ-ﾊﾞｰﾚｲ　　・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｵｰﾊﾞｰﾚｲ・化粧 塗り している部分 気乾単位容積質量種類　・せっこう系　・セメント系Ｇ 適用箇所設計基準強度（N/㎜2） スランプ・塗装パーティクルボード ・ ・ による種類及び塗厚(㎜)

・・10（難燃）　・12（難燃） ※18
工事内容 強度

Ｇ・ハードボード（素地） ・HB ・無研磨板（・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　・ﾃﾝﾊﾞｰﾄﾞ）
（・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　・ﾃﾝﾊﾞｰﾄﾞ） ・・研磨板

Ｇ ・内装用　・外装用・ハードボード（化粧） ７ ［7.1.3］ ・軽量コンクリート ［8.1.3～8.1.4］［8.9.2］1 材料
・2.5　・3.5　・5　・7 屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量
Ａ級（・天井仕上　・内装仕上　・　） 適用箇所設計基準強度（N/㎜2） スランプIB・インシュレーション 塗 ※規制対象外 ・Ｇ ・9　・12　・15　・18ボード

装 防火材料　※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。
改 ・次の箇所を除き防火材料とする。（箇所：　　　　　）
修せっこうボード等の下地は図示による。
工 13 コンクリート ［8.1.3］遮音シール材 ・適用する（・シーリング材　・ジョイントコンパウンド） 種別

2 下地調整事 の種別 ※Ⅰ類（JIS　A　5308への適合を認証されたコンクリート）［7.2.2～7］・適用しない ［8.19.2～8.19.3］［8.20.2～8.20.3］［8.21.2～8.21.3］
合板類、ＭＤＦ及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量 塗替えＲＢ種の場合の既存塗膜の除去範囲 ・Ⅱ類（JIS　A　5308に適合したコンクリート）2 既存部分の処理等

・ ※塗替え面積の30％　・図示 既存構造体の撤去［8.19.2］［8.20.2］［8.21.2］※規制対象外 ・
種類14 セメント合板類の張付け　　※B種　・A種 ［8.2.5］撤去範囲

・図示による（　　　　　　　）せっこうボードの目地工法　　・仕上げ表による ・ ・ ※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種（普通ポルトランド
下地調整

はつり出した鉄筋及び鉄骨の処理 セメントの品質は、JIS　R　5210に示された規定の他、水和熱が7日目で
下地調整の種別 ひび割れ部 ・・図示による（　　　　　　　） 352J/g以下、かつ28日目で402J/g以下のものとする）下地面の種類 塗替え 新規 の補修

既存コンクリートの目荒らしの程度［8.19.3］［8.20.3］［8.21.3］［6.14.2～3］ 使用部位（　　　　　　　　）
※ＲＢ種 ・ＲＡ種　・ＲＢ種木部 ・ホルムアルデヒド放散量　※規制対象外 ・ ・・打継ぎ面の15～30％程度 Ｇ・高炉セメントＢ種・既存柱、梁面 使用部位（　　　　　　　　）壁紙の種類 ※ＲＢ種 ・ ＲＡ種鉄鋼面

・打継ぎ面の10～15％程度 Ｇ・既存壁 使用部位（　　　　　　　　）・フライアッシュセメントＢ種・防火種別施工箇所 備考 ※ＲＢ種 ・ ＲＡ種亜鉛めっき面ﾌﾟﾗｽ その ・紙 繊維 既存コンクリートの目荒らしの範囲［8.19.3］［8.20.3］［8.21.3］無機質
他 ※ＲＢ種 ・亜鉛めっき面（鋼製建具） ＲＣ種ﾁｯｸ ・平均深さ2～5㎜（最大7㎜）程度の凹凸を全体にわたってつける 15 骨材 アルカリシリカ反応性による区分 ［8.2.5］

掲示クロス ・ＲＢ種モルタル、プラスター面 ・・不燃　・準不燃・ ・ ・ ・ＲＡ種　・ＲＢ種 ・行う・ ・ ・ ※Ａ ・Ｂ掲示クロス・不燃　・準不燃 ・行わない・ ・ ・・ ・
※ＲＢ種コンクリート面(OP以外)、 ＲＡ種・・不燃　・準不燃・ ・ ・ ・行う・ ・ 16 混和材料＜鉄筋＞ ［8.2.1］ ・混和剤 ［8.2.5］

ＡＬＣパネル面・不燃　・準不燃 ・行わない・ ・ ・・ ・ ・3 鉄筋の種類 混和剤の種類　　※改修標準仕様書8.2.5(d)(1)による
備考種類の記号 呼び径(㎜)・ ＲＡ種コンクリート面(OP)、 ・行う ・混和材

押出成形セメント板面 ・行わないモルタル・プラスター面の下地調整　※RB種 ・・ 混和材の種類　　※改修標準仕様書8.2.5(d)(2)による※ＲＢ種 ・せっこうボード面及び ・ＲＡ種　・ＲＢ種 ー ・SD345※RB種コンクリート・ＡＬＣ面の下地調整 ・
その他ボード面せっこうボード面の下地調整 （6.2.3）［8.9.1］※RB種 17 気乾単位容積質量・

・普通コンクリート（6.2.3）　・2.3ｔ/m3程度
・形状等 ［8.2.2］ ・軽量コンクリート［8.9.1］4 溶接金網

［6.15.3、6］23 モルタル塗り 3 錆止め塗料塗り ［7.3.2～3］
種類 使用部位種類の記号 網目の形状、寸法、鉄線の径(㎜) ［8.9.1］種類 ・１種　　　・２種18 軽量コンクリート錆止め塗料塗りの種別 ・溶接金網

・既製目地材　・設ける　施工箇所（　　　　　） ・図示による（　　　　　）適用箇所塗装面 塗料 工程 ・鉄筋格子
形状（※図示　・　　　　　）

塗替え ※Ｃ種 ・Ａ種
19 暑中コンクリート ［8.10.2］新規鉄鋼面見え掛り ※Ａ種Ａ種EP-G以外 ・ 継手方法等床目地 ・設ける（工法※押し目地　・　　　　　） ・5 鉄筋の継手 ［8.3.4］［8.3.2～8.4.3］ 構造体強度補正値 ※６N/㎜2

新規見え隠れ ※Ｂ種 ・Ａ種鉄鋼面・設けない
部位 継手方法 呼び径(㎜)※Ｃ種 ・塗替え Ｂ種 （6.2.1）（6.13.1～6.13.2）20 マスコンクリート

新規鉄鋼面見え掛りEP-G ※Ａ種 柱、梁の主筋 ・ガス圧接　・機械式継手　・溶接継手Ｂ種 ・ 適用箇所・防水剤
耐力壁の鉄筋新規見え隠れ ・※Ｂ種 ・ ・重ね継手Ｂ種 ・・図示による（　　　　　）（品質・性能）

塗替え その他の鉄筋※Ｃ種 ・※Ａ種EP-G以外 ・ ・重ね継手 ・ セメントの種類工事建築材料等品質性能表による
新規鉄鋼面亜鉛めっき面 ※Ａ種 （　　　　　）※Ａ種 ・ ・（試験方法） ・中庸熱ポルトランドセメント

Ｃ種塗替え ※Ｃ種 ・EP-G ・低熱ポルトランドセメント耐力壁の重ね継手の長さ工事建築材料等品質性能表による Ｃ種新規鉄鋼面 ※Ａ種 ・ ・図示による（　　　　　） Ｇ・高炉セメントＢ種
Ｇ・フライアッシュセメント・

・普通ポルトランドセメントに標準仕様書6.13.2(b)(2)の混和材を混合したもの継手位置図
・・図示による（　　　　　）

・ 混和材料

・混和剤
6 鉄筋の定着の方法 ［8.3.4］ 混和剤の種類鉄筋の定着方法

※JIS　A　6204に適合するＡＥ減水剤又は高性能ＡＥ減水剤・図示による（　　　　　）及び長さ
・・

スランプ　　※15㎝ ・鉄筋の定着長さ
・図示による（　　　　　）

・

・化粧けい酸カルシウム板 ・6

・メラミン不燃化粧板

吸水調整材は、改修工事標準仕様書表4.2.2による。

・設けない

試験貼り

鉄
筋
・
コ
ン
ク
リー

ト
工
事（

耐
震
改
修
工
事
に
準
ず
る）

・現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事
・鉄骨ブレースの設置工事
・柱補強工事（溶接金網巻き工法又は溶接閉鎖フープ巻き付け工法）
・柱補強工事（鋼板巻き工法又は帯板巻き付き工法）
・柱補強工事（連続繊維補強工事）
・耐震スリット新設工事
・免震改修工事
・制震改修工事
・土間改修工事

・SD295 ・D10

鉄
筋
・
コ
ン
ク
リー

ト
工
事（

耐
震
改
修
工
事
に
準
ず
る）

・21

特記仕様書（５）

06

9.5

9.5
（吸音）

・構造用合板
12

・3

（SOP）

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事



設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550
A箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号

章 項目 特記事項項目 特記事項章 章 項目 特記事項章 項目 特記事項

耐
震
改
修
工
事

耐
震
改
修
工
事

８ 21 無筋コンクリート 設計基準強度　　※18（N/㎜2） ・

スランプ ※15㎝又は18㎝ ・
※標準仕様書6.14.1(e)による箇所

22 流動化

コンクリート

適用箇所

（6.2.1）（6.14.1）

（6.2.1）（6.15.1）

・図示による

・図示による ・（　　　　　）

（　　　　　） ・

23 ひび割れ誘発目地、
打継目地

適用箇所

目地寸法 （6.6.3）（6.8.2）（9.7.3）
・標準仕様書9.7.3による
間隔・位置・形状

・図示による ・（　　　　　）

24 コンクリート

の仕上り
部材の位置及び断面寸法の許容差の標準値 ［8.1.4］［8.2.7］

合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ

種別 適用箇所

・Ａ種
・Ｂ種
・Ｃ種

28 コンクリート
の打込み工法等

部位毎のコンクリート打設工法の指定 ［8.19.8］［8.21.5］

・現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ壁

の増設工事

鉄筋コンクリート柱の溶接金網巻き工法及び溶接閉鎖フープ巻き工法での型枠等

・発砲プラスチック保温材等を埋込む ・
柱頭柱脚の隙間部間の型枠

柱頭柱脚の隙間寸法
・図示による（　　　　　） ・

既存柱外周部あと打ちコンクリート又はモルタルの厚さ
・図示による（　　　　　） ・

＜鉄骨＞

22 鉄骨製作工場 製作工場の加工能力 ［8.1.5］（7.1.1）
※建築基準法第77条の56第1項に基づき国土交通大臣から性能評価機関として
認可を受けた(株)日本鉄骨評価センター及び(株)全国鉄骨評価機構（旧(社)

全国鐵構工業協会）の「鉄骨製作工場の性能評価基準」に定める「（　　）
グレード」として国土交通大臣から認定を受けた工場又は同等以上の能力の
ある工場

・監督職員の承諾する製作工場

30 施工管理技術者 ・適用する　　　・適用しない

31 鋼材

［8.1.5］

材質等 ［8.2.8］

種類の記号 適用箇所（主要な部分） 規格等
・JIS規格による ・

・・JIS規格による
・・JIS規格による

・

26 型枠 （6.8.3）［8.2.7］せき板の材料及び厚さ
・合板（※12㎜　　・　　　　） ・

断熱材の兼用
・行わない ・行う

ＭＣＲ工法用シート
・用いる

打増し厚さ

打増し範囲
・用いない

・20㎜
・図示による（　　　　　） ・

スリーブの材種

※改修標準仕様書8.2.7(f)(2)(i)又は(ⅱ)による ・

27 型枠の加工
及び部位

セパレータをシアコネクタとして使用 ［8.7.8］
適用箇所　　　・図示による（　　　　　） ・

（打放し仕上げ部）
打放し仕上げの打増し厚さ（外部に面する部分に限る） ［8.7.8］

・20㎜ ・
打放し仕上げの打増し厚さ（内部に面する部分に限る）
・10㎜ ・20㎜

25 打増し厚さ

補強工法 打設工法 部位

・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柱の
溶接金網巻き及び
溶接閉鎖フープ巻き
工法

・

・工法指定なし

・流込み工法

・圧入工法

・工法指定なし

・流込み工法

・圧入工法

・工法指定なし

・流込み工法

・圧入工法

8.19.8(a)(1)、(b)

8.19.8(a)(2)、(c)

8.19.8(a)(1)、(b)

8.19.8(a)(2)、(c)

8.19.8(a)(1)、(b)

8.19.8(a)(2)、(c)

・全ての増設壁
・図示による（　　　）

・図示による（　　　）

・図示による（　　　）

・図示による（　　　）

・全ての増設壁
・図示による（　　　）

・全ての増設壁
・図示による（　　　）

・全ての増設壁
・図示による（　　　）

・全ての増設壁
・図示による（　　　）

・全ての増設壁
・図示による（　　　）

・全ての増設壁
・図示による（　　　）

・全ての増設壁
・図示による（　　　）

・全ての増設壁
・図示による（　　　）

８

［8.1.6］［8.2.9］［8.13.2］ボルトの区分
・トルシア形高力ボルト

セットの種類
・JIS形高力ボルト

・

セットの種類 ・

高力ボルトの径

・図示による（　　　　　）
ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等

・図示による（　　　　　）

・

・
すべり係数試験

※行わない　 ・行う
試験方法等

・図示による（　　　　　） ・

32 高力ボルト

ボルト及びナットの材料

・
座金

・標準仕様書　表7.2.3による

・標準仕様書　表7.2.3(d)による ・

ボルトの径
・図示による（　　　　　） ・

ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等

・図示による（　　　　　） ・

33 普通ボルト

高力ボルト

セットの種類

［8.1.6］（7.2.3）

［8.1.6］［8.2.9］［8.12.7］（7.12.4）
・１種（F8T相当） ・

・２種（S10T)

・２種（F10T)

溶融亜鉛めっき高力ボルトの径
・図示による（　　　　　） ・

溶融亜鉛めっき高力ボルトのメッキ前の孔径
・審査（評定又は大臣認定）を受けた内容による ・

ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等

・図示による（　　　　　） ・

摩擦面の処理
・プラスト処理（表面粗度50μmRz以上）
・プラスト処理以外の特別な処理方法
・図示による（　　　　　） ・

すべり耐力の確認方法
※すべり係数試験

試験方法等
・図示による（　　　　　） ・

34 溶融亜鉛めっき

（7.2.4）（7.10.3）適用

・構造用アンカーボルト
セットの種類（JIS　B　1220又はJSSⅡ13－2004）
・ABR400 ・ABR490 ・

形状、寸法
・・図示による（　　　　　）

・建方用アンカーボルト
種類
・SS400 ・

アンカーボルト及びナットのねじの種類の規格、ねじの等級並びに仕上げ
の程度
※標準仕様書　表7.2.3による ・

形状、寸法
・・図示による（　　　　　）

35 アンカーボルト

［8.2.10］溶接材料
・改修標準仕様書8.2.10(a)(b)による

・・図示による（　　　　　）
・

36 溶接材料

種類 （7.2.6）
・建築用ターンバックル胴

建築用ターンバックルボルト

※割枠式
※羽子板ボルト ・

ねじの呼び
・・図示による（　　　　　）

38 デッキプレート 材質、形状及び寸法 （6.8.3）（7.2.7）（7.7.8）

・デッキプレートと

・デッキプレート
単独の構法

コンクリートとの
合成スラブとする

構法
・床型枠用

材質、形状、寸法 備考適用範囲

開口部補強要領（補強筋の定着長さ等を含む）
・図示による（　　　　　）

・図示による（　　　　　）
鉄骨部材への溶接方法

耐火認定
・有り
耐火時間　　　・図示による（　　　　　） ・

・

・

・無し

39 スタッド

※頭付きスタッド　JIS　B　1198 ・

種類等
呼び名 呼び長さ（㎜） 適用箇所

・16
・19
・22

40 柱底均しモルタル

材質、形状及び寸法

モルタルの種類 ［8.2.11］

※無収縮モルタル
無収縮モルタルの材料及び調合

材料、調合等 ※改修標準仕様書8.2.11による ・

41 工作図 監督職員による原寸検査 ［8.1.6］
・行わない　　　　　　・行う
既存建築物との取り合う箇所がある場合は現場実測の上作成を行う

８ ※改修標準仕様書8.12.2による ［8.12.2］
通しダイヤフラムの許容誤差
・ダイヤフラムをH12建告第1464号第二号イ(1)(2)に規定するただし書き
の計算確認有り
補強方法

・「突合わせ溶接の食い違い仕口のずれ検査・補強マニュアル」による
・

・全てのダイヤフラムはH12建告第1464号第二号イ(1)(2)に規定する仕様

を満足すること
・

42 製作精度

・行わない　　　　　・行う ［8.12.9］

仮組を行う範囲
・図示による（　　　　　） ・

・図示による（　　　　　） ・

付加試験

確認方法、確認項目

試験の要領
・・図示による（　　　　　）

43 鉄骨の仮組

［8.14.3］

［8.14.4］［8.14.7］開先の形状
・・図示による（　　　　　）

・・図示による（　　　　　）
スカラップの形状

エンドタブの切除する部分
・見え掛り部となる部分

・見え隠れ部となる部分
・・図示による（　　　　　）

・・図示による（　　　　　）
・切除する部分無し

・JASS6　付則6「鉄骨精度検査基準」　付表3「溶接」による

44 溶接技能者の技量

溶接部の余盛り高さ

45 溶接接合

［8.14.11］

［8.16.3］

・
46 入熱、パス間温度

の溶接条件

鋼材と溶接材料の組み合わせと溶接条件

・図示による（　　　　　） ・
適用箇所

・柱、梁、ブレースのフランジ端部の完全溶込み溶接部
・図示による（　　　　　）

47 溶接部の試験 完全溶込み溶接部の超音波探傷試験
・工場溶接の場合

・工事現場溶接の場合
※全数

※全数

突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査
「突合せ継手の食い違い仕口のずれ検査・補強マニュアル」による

・抜き取り検査① ※抜き取り検査②

塗料の種類
・鉄鋼面の錆止め塗料

・

・亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料
・改修標準仕様書7.3.2　表7.3.2（　　）種

・

・
鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブ内面（鉄骨に溶接されたものに限る）

屋外　※改修標準仕様書7.3.2　表7.3.1A種

※改修標準仕様書7.3.2　表7.3.1A種 ・
耐火被覆材の接着する面への塗装

・行わない
・行う
適用箇所
・図示による（　　　　　） ・
塗料の種別

屋内　※改修標準仕様書7.3.2　表7.3.1（　　）種

・改修標準仕様書7.3.2　表7.3.1（　　）種
・改修標準仕様書7.3.2　表7.3.2（　　）種

48 錆止め塗装

種類 ［8.17.2～8.17.7］

・ﾗｽ張りﾓﾙﾀﾙ塗り

・繊維混入けい酸カルシウム板

種類 材料・工法
・耐火材吹付け

・耐火板張り

・耐火材巻付け

・乾式吹付けロックウール
・半乾式吹付けロックウール
・湿式ロックウール

・高耐熱ロックウール

材料及び工法は、建築基準法に基づき定められたもの又は認定を受けたもの

とする。
性能

性能

適用箇所（部位・部分）

適用箇所（部位・部分）
・30分耐火
・1時間耐火
・2時間耐火
・3時間耐火

49 耐火被覆材

51 アンカーボルト等
の設置

（7.10.2）

（7.10.3）

建方用アンカーボルトの保持及び埋込み工法

※標準仕様書　表7.10.2（※A種［厚さ50］　・B種［厚さ30］）による

・図示による（　　　　　） ・

構造用アンカーフレームの形状及び寸法

50 建方精度

52 軽量形鋼構造

耐力上主要な部分
に限る）

柱底均しモルタルの厚さ及び工法の種別

接合部（ボルト接合の場合）
・普通ボルト接合

（7.11.2）

（7.12.3）53 溶融亜鉛めっき

部及びその他構造
（基礎、主要構造

種別等

亜鉛めっき
の種別

適用箇所
（部位・部分）

Ａ種
Ｂ種

Ｃ種

材料

最小板厚6.0㎜以上の形鋼、鋼板

普通ボルト・ナット類、アンカーボルト類

最小板厚3.2㎜以上、6.0㎜未満の形鋼、鋼板

最小板厚2.3㎜以上、3.2㎜未満の形鋼、鋼板

種別　　　・A種　　　・B種　　　・C種

後の仕上げ
［8.20.9］・図示による（　　　　　） ・

＜あと施工アンカー＞

54 鉄骨ブレース設置

（　　　　　）
（　　　　　）

材料等 ［8.2.4］

・引張耐力
・せん断耐力

セット方式　※本体打込み式改良型
接合筋の種類、径、長さ

・

・図示による（　　　　　）

・図示による（　　　　　） ・
・

・性能確認試験
試験方法及び試験数 ・図示による（　　　　　） ・

・接着系アンカー

（　　　　　）
（　　　　　）・引張耐力

・せん断耐力

セット方式　※カプセル型回転・打撃式 ・
接着剤の品質
・有機系 ・無機系

アンカー筋の種類
・改修標準仕様書　表8.2.1の異形棒鋼 ・

アンカー本体の径及び埋込み深さ

アンカー筋の径及び埋込み深さ

アンカー筋の新設壁内への定着長さ
・

・図示による（　　　　　） ・

・性能確認試験
試験方法及び試験数 ・

55 あと施工アンカー

56 穿孔前の埋込み
配管等の探査

・図示による（　　　　　）

探査方法
・鉄筋探知機（金属探知機）により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う
・はつり出しによる
・

試験方法　　※引張試験

［8.11.2］

［8.11.5］
確認強度

・図示による（　　　　　）

・図示による（　　　　　）
・
・

57 施工確認試験

＜グラウト＞
58 モルタル及び

グラウト材
・構造体用モルタル ［8.2.6］［8.2.11］

圧縮強度（　　　　　　　）
フロー値（　　　　　　　）

・改修標準仕様書8.2.6による

・改修標準仕様書8.2.11による

・
・グラウト材

無収縮グラウト材の材質等

無収縮グラウト材の品質及び試験方法

セメント系（酸化カルシウム及びカルシウム・サル
ファ・アルミネート等によって膨張する性質を利用す
るもの）とする。

混和材

セメント

砂

JIS　R　5210「ポルトランドセメント」に適合した普
通または早強ポルトランドセメントとする。

土木学会コンクリート標準示方書に定められた品質を
有するもので、特に精選されたものを絶対乾燥状態で
使用する。

ただし、現場調合形に使用される砂の乾燥状態につい
ては、規定しない。

コンシステンシー Jフロートによる流下時間

練り混ぜ2時間後のブリ－ジング率　：　2.0％以下
練混ぜ完了から3分以内の値　：　8±2秒

ブリージング

凝結時間

無収縮性

圧縮強度

塩化物量

試験方法

凝結開始時間　：　1時間以内
凝結時間　　　：　10時間以内

材齢　3日　20.0N/㎜2
材齢 28日　40.0N/㎜2

材齢7日　　収縮しない

１）NEXCO試験方法　試験法312ー1999「無収縮モル
タル品質管理試験方法」による。「プレミックス

形と試験方法」による。プレミックス形と現場
調合形で混和材が同一の場合はプレミックス形
のみとする。

２）塩化物量の試験は、JIS　A　1144「フレッシュコ
ンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法」
による。

59 適用範囲
＜連続繊維補強＞

連続繊維補強工法 ［8.21.1］
・連続繊維シートを柱に巻き付けて補強する工法
・

60 連続繊維シート ［8.2.12］［8.21.7］
・炭素繊維　　　　　・アラミド繊維

連続繊維の材料

連続繊維の材質

引張強度（含浸硬化後） ・（　　　　　）N/㎜2 ・

ヤング係数（含浸硬化後）・（　　　　　）N/㎜2 ・

・ひび割れ部改修
範囲
種類 ※改修標準仕様書8.21.7(a)(2)による

・図示による（　　　　　） ・
・

・

・図示による（　　　　　）
・

・

・図示による（　　　　　）
・

・標準仕様書8.1.2による ・

※JASS　付則6「鉄骨精度基準」付表「工事現場」による

0.30㎏/m3以下

・連続繊維補強材の引張強度試験
引張り強度試験
・JIS　A　1191（コンクリート用連続繊維シートの引張試験方法）による

試験数量

・連続繊維補強材の付着強度試験

付着強度試験
・JIS　A　6909（建築用仕上塗材）による

試験数量
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リー

ト
工
事（

耐
震
改
修
工
事
に
準
ず
る）

（

鉄
骨
工
事）

（

鉄
骨
工
事）

８

鉄
筋
・
コ
ン
ク
リー

ト
工
事（

耐
震
改
修
工
事
に
準
ず
る）

・金属系アンカー（差筋アンカー）

特記仕様書（６）

07磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事



検査

試験

1 アスベスト含有

８

設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550
A箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号

項目 特記事項項目 特記事項章 章 項目 特記事項章

耐
震
改
修
工
事

61 連続繊維補強後の
仕上げ

・

＜耐震スリット＞

62 スリットの方式

63 スリットの施工

64 スリット充填剤

［8.21.8］

［8.22.2］

設置箇所

耐震スリットの部分詳細

・

・

・図示による（　　　　　　）

・図示による（　　　　　　）

・図示による（　　　　　　）

既存撤去部の配管等の探査方法 ［8.11.2］［8.22.2］
・鉄筋探査機（金属探知機）により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出し
を行う

・はつり出しによる

スリットの幅及び深さ
・・図示による（　　　　　　）

・耐火材 ［8.22.2］

使用箇所及び仕様

・遮音材

・・図示による（　　　　　　）

・・図示による（　　　　　　）
使用箇所及び仕様

９

環

配
慮

改
修
工

事

境
建材の処理工事

［9.1.1.3～5］
施工調査
※アスベスト含有建材の事前調査
工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によりアスベストを含有して

いる吹き付け材、成形板、建築材料等の使用の有無について調査し、監督職員

に報告する。

貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　）
・分析によるアスベスト含有建材の調査
分析対象

アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、

クロシドライト、トレモライト
分析方法
※JIS　A　1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による

・

材　料　名 定性分析
・箇所数（　　　　　　）
・箇所数（　　　　　　）
・箇所数（　　　　　　）
・箇所数（　　　　　　）

・箇所数（　　　　　　）
・箇所数（　　　　　　）
・箇所数（　　　　　　）
・箇所数（　　　　　　）

サンプル数　　１箇所あたり３サンプル

採取箇所 ・　図示 ・

アスベスト含有建材の処理
・アスベスト含有吹付け材の除去

除去対象範囲　・図示 ・
除去工法 ※9.1.3(b)(1)による
除去したアスベスト含有吹付け材等の飛散防止

※密封処理　　※湿潤化　　・セメント固化
除去したアスベスト含有吹付け材等の処分

・埋立処分（管理型最終処分場）
・中間処理（溶融施設）

・アスベスト含有保温材の除去
除去対象範囲　・図示 ・

除去したアスベスト含有保温材の処分
・埋立処分（管理型最終処分場）
・中間処理（溶融施設）

除去対象範囲　・図示 ・

・アスベスト含有せっこうボード
※埋立処分（管理型最終処分場）

・アスベスト含有せっこうボードを除くアスベスト含有成形板

・埋立処分（管理型最終処分場）
・中間処理（溶融施設）

・アスベスト粉じん濃度測定
測定時期、場所及び測定点

適用

処理作業後ｼｰﾄ

測定名称 測定時期

・
・
・
・

・
・

・

・

測定１
測定２
測定３

測定４

測定５

測定６

測定７
測定８

処理作業前

処理作業中

処理作業後
（ｼｰﾄ養生中）

撤去後
1週間以降

処理作業室外（敷地境界）

処理作業室内

処理作業室内

処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部の付近

調査対象室外部の付近

負圧・除じん装置

の排出吹出し口

出口吹出し風速1m/s

測定点

(各施工箇所ごと)
測定場所

以下の位置

計　点
計　点
計　点

計　点
計　点
計　点

計　点
計　点

測定方法

測定１.２.４.６.７.８測定３ 測定５
メンブレンフィルタ直径(㎜)

試料の吸引流量(I/min)
試料の吸引時間(min)

25
・1

・5

・
・

・5
25

・120
・

・

47
・10
・240

・
・

防水改修工事

［9.2.1～3］2 断熱アスファルト

3 外断熱改修工事 Ｇ
断熱材

［9.3.2～4］

種類

改修特記仕様書３章による

・保温板（2種b）

・保温板（3種b）

・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材
・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材（ｽｷﾝなし）

・Ａ種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材

・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温材（3種2号を除く）

・ロックウール
・グラスウール

施工箇所　　・図示 ・

ホルムアルデヒド放散量　※規制対象外 ・

外装材

厚さ(㎜)

備考防火性能種類

既存外壁の措置

・

既存外壁仕上げ材の撤去　　　・あり　　　・なし
下地面の清掃　　・行う　　　・行わない
欠損部の改修工法　　・改修標準仕様書4.1.4による ・

工法

通気層の有無 ・あり（　　　　㎜）　　・なし
断熱材の施工 ※断熱材製造所の仕様による ・
外装材の施工 ・外装材製造所の仕様による ・
建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法
※適用する （建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍

の風圧力に対応した工法）

・適用しない

定量分析

［9.4.2］

複層ガラス
品類 断熱性 日射熱遮へい性 厚さ

・図示
・

・１種

・２種
・３種

Ｕ１
Ｕ２
Ｕ－３－１ Ｕ－３－２・ ・

・

・断熱複層ガラス

4 ガラス改修工事

5 断熱・防露改修工事
Ｇ

［9.5.2～3］

・断熱材のホルムアルデヒド放散量　※規制対象外

・断熱打込み工法

・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材

・Ａ種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材

・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温材（3種2号を除く）

・保温板（2種b）

・保温板（3種b）

種類 厚さ(㎜)

※押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材（ｽｷﾝなし） ・25
・25

・
・

・

施工箇所　　・図示 ・

・断熱材現場発泡工法

断熱材の種類　※Ａ種1　　・Ｂ種1
厚さ（㎜）　　・25　　・30 ・
施工箇所　 ・図示

・現場発泡断熱材

（品質・性能）

（試験方法）
工事建築材料等品質性能表による

工事建築材料等品質性能表による

6 屋上緑化改修工事
Ｇ

［9.6.1.2.3］

植栽基盤及び材料
屋上緑化軽量システム　　・適用する　・適用しない
芝及び地被類の樹種並びに種類等　　※図示 ・
見切り材、舗装材、水抜き管、マルチング材等　　※図示 ・

（品質・性能）
工事建築材料等品質性能表による

工事建築材料等品質性能表による
（試験方法）

工法

※適用する （建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍

・適用しない

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法

の風圧力及び積雪荷重に対応した工法）

かん水装置 ・設置する（種類　・　　　・　　　）

既存保護層の撤去　　・行う　　・行わない

９

環

配
慮

改
修
工

事

境

９

環

配
慮

改
修
工

事

境

7 透水性アスファルト

舗装改修工事

［9.7.2、3、5～9）

・

路床の材料
種別 材料 厚さ(㎜)

・

・

・図示

・図示

・

・図示

・図示
・

・フィルター層 ・砂
・

・凍上抑制層

・遮断層

・盛土 ・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種

・建設汚泥から再生した処理土
・川砂、海砂又は良質な山砂

（75μmふるい通過量10％以下）

・再生クラッシャラン ・クラッシャランＧ

Ｇ

・切込み砂利
・川砂、海砂又は良質な山砂

（75μmふるい通過量10％以下）

路床安定処理
※添加材料による安定処理

・生石灰（・特号　・1号） ・消石灰（・特号　・1号）
・

添加量（　　　　㎏/m3）（目標CBR　・5以上　　　　　　）・
・ジオテキスタイル

単位面積質量

厚さ（㎜）

引張強さ
透水係数

・60g/㎡以上
・0.5～1.0
・98N/5㎝（10㎏f/5㎝）以上
・1.5×10＾－1㎝/sec　以上

・
・

砂の粒度試験
路床土の支持力比（ＣＢＲ）試験

・行う　・行わない

路床締固め度の試験
・行う　・行わない

・行う　・行わない

路盤
路盤の構成及び厚さ　　・図示 ・
路盤材料　※再生材クラッシャラン

・クラッシャラン鉄鋼スラグ
・
・図示

Ｇ
Ｇ

試験

路盤締固め度の試験　　※行う　・行わない

舗装
厚さ(㎜)材料

ストレートアスファルト ・図示 ・

試験

透水性アスファルト混合物等の抽出試験 ・行う　・行わない

舗装の平たん性　　※著しい不陸がないもの ・

・完全　　　　　・部分

除去したアスベスト含有成形板の処分

・アスベスト含有成形形板の除去

種類　・普通ポルトランドセメント　　・フライアッシュセメントB種 Ｇ

調査範囲（・　　　　・施工範囲　　　　）

08

路床
既存舗装の撤去及び再利用　　※図示
適用範囲：校舎前

月
10 20 10 20 10 20項　目№

準　備

備  考

10 20

概略工事工程表（参考図）

10

そ
の
他

1 消防提出書類 ・軽微な工事を実施した場合においても、当該工事の内容を記録し、
消防用設備等試験結果報告書、関連図書、現場状況写真等を作成・整備し、
防火対象物の関係者に提出すること。

・設置届については書類作成の上、提出すること。

項目 特記事項章

建築工事

電気設備工事

機械設備工事

電気設備 電気設備

機械設備 機械設備

書類整理・検査

準備

撤去

躯体（土間）

完成検査

特記仕様書（７）　概略工事工程表（参考図）

内装・建具・塗装・他

夏
季
休
暇

6 7 8 9

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事

書類整理 書類提出

磯 部 小 学 校 校 舎 バ リ ア フ リ ー ト イ レ 整 備 工 事

学校夏休み期間内に工事を終えること。

現場作業は7/22～8/31に実施するものとし、これによりがたい場合は、監督職員と協議すること。

直接仮設



(花)

(花)

(花)

(花)

(花)

(花)

(花) (花) (花) (花) Co

図面番号
設計

訂正

工事名称 一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550
A箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号
附近見取図　配置図

Ｎ

看板

鉄棒

歩
道

橋

As

As

As

物置

9.33

8.84

Co

Co

Co

As

Co

As
As

W300X180W300X230

W
3
0
0
X
3
0
0

15.13

As

W

U300

W1
00
0X
10
00

スピーカー

鉄
棒

鉄
棒

スベリ台

登り棒

バ
ッ
ク
ネ
ッ
ト

R=12

9.84 9.83

W9.46 W9.20

W7.67

W6.20
W6.75

7.43

7.15

7.28

T.2-1

二等水準点　167-009
H=3.308

－６４７２

－６６８０

－２６３０

－２５００

＋６２８０

＋６０

＋３６６０

－２６００

7.40
As

As

As

62ｹ211

62ｹ303

タンク

変電設備

引込

As

東門

7,000

道路（４２条一項一号）

倉
 庫

62ク19ア
小学校引込1 小学校引込2

62ク292

物置

道路境界線

道路（４２条一項一号）

道路境界線

隣
地
境
界
線

隣地境界線
62ク293

小学校引込3

磯 部 中 学 校 用 地

倉庫

62ｹ262

小学校引込4

隣
地
境
界
線

62ｹ201
小学校引込5

隣
地
境
界
線

正門

砂場

道路（４２条一項一号）

道路境界線

配 置 図 S=1/600附 近 見 取 図 S=NS

計 画 対 象
電子基準点
NO031105

校　舎　棟

屋内運動場

便所

体
育
器
具
庫

駐車場

来客用

職員
駐車場

運動場

改修箇所

09
A2→A3  70.7％縮小

磯部幼保園
磯部子育て支援センター

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事



設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550
A箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号
内部仕上表　改修箇所キープラン

昇降口２

ホール２

改修前

改修後

改修前

改修後

モルタル下地

土間コンクリート

既存のまま

人研ぎ　H100～150

既存のまま

米栂OP　H75

既存のまま既存のまま

改修前

改修後
既存のまま

モルタル塗りモルタル塗り

土間コンクリート

室　名

改修前

床レベル床 腰壁

複層ビニル床シート（防汚・抗菌・抗ウイルス・防滑）　t=2.5

改修後

±0

-100～

-130

（新設）

+50

女子便所

保健室

10
,4

00
90

0

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,0001,700

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
4,000 4,000

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

128,000
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

4,000 4,000 4,000 4,000

2,
30

0
7,

2
00

D
C

B

A

87654321 9 10 11 12 13 14 15 16 17

相談室 和　室

UP

12
0

職員室

UP UP

調理室配膳室

用務員室

通用口

手洗い

PS

昇降口１

通級指導教室

廊下

物　置 教材室

手洗い

事務室 校長室

廊下

スタジオ
昇降口３

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

手洗い

男子便所女子便所男子便所 女子便所 男子便所

校舎棟１階

S=1/300改修箇所キープラン

倉 庫

ﾎﾟﾝﾌﾟ室 昇降口２

ホール２

±0

-100～

-130

新設

配管スペース

倉庫

ポンプ室

■内部仕上表（校舎棟１階）

巾木

既存のまま

モルタル塗り

壁

（室内）

強化石こうボード t=12.5+12.5 軽量鉄骨下地（W＝100）

（室外）

（室内 ポンプ室側）

強化石こうボード t=12.5+12.5 軽量鉄骨下地（W＝100）

ケイカル板 t=8.0

モルタル塗り　現況のまま

化粧石こうボード　t=9.5

備　考

塩ビ

塩ビ

廻縁天井

壁・天井　グラスウール敷込み 厚100 24kg/m

壁：石こうボード・軽量鉄骨下地　スラブまで立ち上げ（耐火遮音壁）

（室内）ステンレスH=60

（室外）ビニル巾木

構造用合板 t=12.0 軽量鉄骨下地（W＝65）

3

10

強化石こうボード t=12.5+12.5 直貼り（GL工法同等）

塩ビ 一部撤去

塩ビ 新設

塩ビ 一部新設

塩ビ 一部新設

石こうボードt=9.5一部撤去　軽量鉄骨下地　残置

石こうボードt=9.5一部新設　軽量鉄骨下地再利用

石こうボードt=9.5一部撤去　軽量鉄骨下地　残置

石こうボードt=9.5一部新設　軽量鉄骨下地再利用

磁器質タイル300×300

メラミン不燃化粧板　t=3.0(抗菌・抗ウイルス・消臭） メラミン不燃化粧板　t=3.0(抗菌・抗ウイルス・消臭）

メラミン不燃化粧板　t=3.0(抗菌・抗ウイルス・消臭）

一部 ワイド

（強化石こうボード継目処理（テーパーエッジ））EP-G塗り（ローラー）

EP-G塗　一部塗替え（ローラー）

木質フロア撤去（ホール部）

モルタル下地新設（木質フロア撤去部）

（タイル撤去部）モルタル下地 + 土間コンクリート新設

木質フロア

+30

-10

A2→A3  70.7％縮小

軽量鉄骨下地　新設

ロックウール化粧吸音板 t=12 一部撤去

ロックウール化粧吸音板 t=12 一部新設

ロックウール化粧吸音板 t=12 一部撤去

ロックウール化粧吸音板 t=12 一部新設

モルタル塗り

EP-G塗　一部撤去（ポンプ室側）

EP-G塗　一部撤去（ポンプ室側）

EP-G塗　一部塗替え（ローラー）

モルタル塗り

モルタル下地　撤去

モルタル下地

モルタル下地

モルタル塗り　H=40　新設

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事

バリアフリー

トイレ

改修箇所（バリアフリートイレ整備）

磁器質タイル300×300一部撤去 モルタル共（昇降口部）

EP-G塗　撤去（新設バリアフリートイレ廻り） ロックウール化粧吸音板 t=12 一部撤去

石こうボードt=9.5　軽量鉄骨下地　一部撤去

袖壁撤去

ケイカル板t=5.0+構造用合板（特類）t=18.0 軽量鉄骨下地（W=100）



スロープ

設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550
A箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号

A2→A3  70.7％縮小

仮設計画図（参考図）

仮 設 計 画 図（１階平面図）
S=1/100 参 考 図

仮 設 計 画 図（配置図）
S=1/400

事務室

UP

倉 庫
ﾎﾟﾝﾌﾟ室

倉庫

62ｹ262

As

倉
 庫 As

15.13

62ク293

小学校引込3

62ク292
62ク19ア

小学校引込2
小学校引込1

As

9.33

Co

W

Co

W300X230 W300X180
物置

バ
ッ
ク
ネ
ッ
ト

W9.46

9.84

R=12

Ｎ

＋６２８０

隣地境界線
＋３６６０

＋６０

(花) (花)

(花) (花)

(花) (花)

(花) (花) (花) (花) 屋内運動場

昇降口１

廊下 手洗い

校長室

廊下

職員室
スタジオ

昇降口３

8.84

昇降口２

As

ポーチ

事務室

手洗い

校長室

スロープ

職員女子便所 職員男子便所

UP

昇降口２

天井改修ライン

仮設間仕切り（B種）

倉 庫
（ﾎﾟﾝﾌﾟ室）

養生範囲（シート・ベニヤ）

対象：外壁・内壁・床・建具・ガラス・器具類

工事車両の駐車スペースについては

監督職員、施設管理者と協議の上、

決定すること。

職員駐車場

来客駐車場

ポーチ

搬出入

※工事期間中、施設は運営されているため、運営に支障のないよう、

　十分に配慮すること。

※搬出入動線については、監督職員及び施設管理者と協議の上、

　決定すること。

※施設利用者動線を、搬出入に利用する際には、施設利用者の

　安全確保に努めること。

　ないので、施工者の責任のもとに、十分検討の上、施工すること。

※本仮設計画図（配置図・１階平面図）は参考図面であり、施工条件として指定したものでは

脚立足場
H=1.8m

4,000

6
,
8
0
0

4.0m× 6.8m

11

≒
4
,
0
0
0

≒ 12,250

（四周・上下　両面目張り）

※工事期間中における、学校関係者の倉庫（ポンプ室）利用について、

　監督職員（学校関係者）に確認し、必要に応じて仮設出入口を設ける

　こと。

脚立足場
H=1.8m

4.0m×1.0m

4,000

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事

バリアフリートイレ

整備箇所

整備箇所

単管バリケード



（移設）

A箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号

設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550
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床：カッター入れ

UP

450
9
0
0

スチールラック
H=1800

昇降口２

(ポンプ室)

倉 庫

男子職員便所

廊　下

9 10 9

廊　下

UP

1
2
5

2
,
4
0
0

2
,
5
2
5

150 900 23025

1,085

1,08540 30

30065

332.5

2,450

床：カッター入れ

框（ハッチ部）：人研ぎ（H＝120　W＝100）撤去

平 面 図（改修前） S=1/50 S=1/50平 面 図（改修後）

2,4508,000

±0

+50

±0

平面図（改修前・改修後）　

ポーチ

床：モルタル仕上げ（既設）

スロープ

（縞鋼板）

スロープ

（縞鋼板）

-15

-345

-325

袖壁 撤去

既設揚水制御盤

棚（下部収納）撤去

ホール２

新設配管スペース

既設

消火ポンプ+架台

既設防水堤 既設防水堤

展開方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

3
,
0
5
0

1
0
0

4
,
0
5
0

底面＝床上960mm 壁付け　残置

12

7
0
0

床（ハッチ部）：タイル撤去

100

手すりダブルビーム

100

126.5

2
5
0

1
,
4
2
0

2
5
0

1
8
0

A2→A3  70.7％縮小

床（ハッチ部）：木質フロア撤去

既設

消火ポンプ+架台

新設 配管スペース

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事

+50

バリアフリー
トイレ

バリアフリートイレ設置箇所

排水管外部保護

化粧RCブロック積 三方

壁 EP-G塗替え（下地モルタル撤去・新設）



A箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号

設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

100240

3
45

24
0

GL

砕石

▼

▼
既存 FL仕上げ

60
0

400124

524

10
0

10
0

残土埋め戻し

汚水・雑排水

700

13

タテ筋 D10＠400

ヨコ筋 D10　2本

排水管外部保護 断面図

モルタル金コテ仕上げ

既存排水側溝撤去処分
内法240×240 L=900

差し筋アンカー

D10 ＠200タテヨコ共

化粧RCブロック積 三方

貫通塩ビ管 VPΦ100埋設

排水管外部保護 断面図　

S＝1/30

バルコニー

7200

15
0

1
80

30

9500

1,050 2,525

1,050 2,525 600

3
0

2300

1,500 600

50
55

0

▼
既存 FL天端▼

多機能トイレ FL天端

12
0

天井 化粧石膏ボード t=9.5

300

850 85 145

45 12
5

126.5

パイプファン

50

モルタル下地

強化石膏ボード t=12.5 GL工法

100

100

45

既存タイル仕上げ天端

▼

間仕切り下 モルタル塗り

既存タイル仕上げ天端

▼

5
55

390

1,
10

0

2,
40

0

（既存：鉄骨天井下地撤去処分）

既存：天井撤去

2,450

軽量鉄骨間仕切りW＝100
強化石膏ボード t=12.5+12.5（両面）
グラスウール t=100 24㎏充填

180

差し筋アンカー　2方

土間筋 D10＠200　タテヨコ共

既存　磁器質床タイル 300角  撤去処分（モルタル共）

土間コンクリート打ち t=100

既存アルミサッシガラス撤去

スパイラルダクト
SUS304 t=0.5

アルポリ板 t=4.0 新設

フード

SUS製 ガラリ付き

耐火シーリング
壁面立上り共

軽量鉄骨間仕切り W=65

メラミン不燃化粧版 t=3.0

（見え掛り部分）

グラスウール t=100 24㎏充填
強化石膏ボード t=12.5+12.5（両面）

1,500

耐火シーリング
壁面立上り共

軽量鉄骨天井下地

下地　石膏ボード・天井回り縁共

既存天井 残置

床：長尺複層ビニル床シート t=2.5 貼り

スロープ床

軽量鉄骨天井下地共新設

砕石40～0（再生材）

差し筋アンカー　2方

土間筋 D10＠ 200　タテヨコ共

既存　磁器質床タイル 300角 撤去処分（モルタル共）

土間コンクリート打ち t=100

天板：ケイカル板ｔ＝6.0

コーナー　鋼製アングル L-30×30×3

L-30×30× 3 通しSOP

軽量鉄骨下地　W=65

スペース
配管

既存壁：モルタル塗り 残置
複層塗材吹付 撤去

既存壁：モルタル塗り 残置

メラミン不燃化粧版 t=3.0

人工大理石 t=15.0

配管スぺース基礎
モルタル塗り

耐火シーリング
壁面立上り共

▼
85

0
3
0

4
00

100

1
60

2
,0

0
0

300

人工大理石 t=15.0

メラミン不燃化粧板 t=3.0

1
,1

0
0

S＝1/30
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1
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1
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20 1FL

地中梁上端

40
0

10
0

設計GL

▼
既存 FL天端

▼

玄関タイル天端

30

既存テラゾーブロック
S＝1/30

現状玄関 床断面図 S＝1/30

設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のＰ種の荷重に依る。

設計条件

基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）

参考品番　てすり HR-W8.5 ダブルビーム

（朝日スチール工業又は同等品）

▼▼

3
6
5 1
0
0

▼
現況土間天

既存 FL仕上げ

手すりダブルビーム

パンチカーペット
天端

（勾配部 色分け）

防滑性ビニル床シート t=2.5 貼り

A2→A3  70.7％縮小

下地構造用合板ｔ＝12

・ ・

　Ｓワッシャ

・ワッシャ

　袋ナット

・ボルト
　大ワッシャ

・支　　柱

外装について（ＳＵＳ品を除く)

・手すり支持金具上段

　手すりビーム

１．

備考

亜鉛・アルミ・マグネシウム

溶融亜鉛めっきの上防錆着色

合金めっきの上高耐候性樹脂

溶融亜鉛めっきの上高耐候性

亜鉛・アルミ・マグネシウム

溶融亜鉛めっきのみ

合金めっき

・ ・

・ ・

・ ・

処理

粉体塗装

樹脂粉体塗装
・ ・

  手すり支持金具 M16

・手すり継手 
  手すり継手 

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事

バリアフリートイレ

バリアフリートイレ断面詳細図（１） バリアフリートイレ断面詳細図（２）

バリアフリートイレ　断面詳細図（１）（２）

3
50

32
8

軽量鉄骨間仕切りW＝100
強化石膏ボード t=12.5+12.5（両面）
グラスウール t=100 24㎏充填

天井： ロックウール化粧吸音板 撤去

塩ビ廻縁

塩ビ廻縁

塩ビ廻縁

塩ビ廻縁

ステンレス幅木
H=60

3方枠

砕石40～0（再生材）t=100程度

3100

18 5

下地 ケイカル板 t=5.0
構造用合板（特類）t=18.0

ソフト巾木

構造用合板 t=18.0

下地ケイカル板 t=5.0

メラミン不燃化粧版 t=3.0

構造用合板（特類）t=18.0

構造用合板 t=18.0



ケイカル板 t=8.0 （不燃、無石綿）
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工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計
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展開図
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昇降口２（運動場側） 倉庫（ポンプ室）（運動場側）
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昇降口２・ホール２（倉庫（ポンプ室側））
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5
0

1
,
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5
0

L

M

M

M

M

既設揚水制御盤

6
0
0

6
0
0

カーテンレール・木製受材　撤去

袖壁　撤去

1,200 1,3451,200

木製収納・棚 撤去

既設ガラス撤去　アルミパネル新設（換気ダクト貫通部）

3,185

14

1,300 2,925

6,150

メラミン不燃化粧板　t=3.0

強化石こうボード t=12.5+12.5 軽量鉄骨下地（W＝100）
A

B

C

D

E

F

G

H

I

メラミン不燃化粧板　t=3.0

メラミン不燃化粧板　t=3.0

構造用合板 t=12.0 軽量鉄骨下地（W＝65）

C

K

D

E

D D

E J

既設　EP-G塗　撤去

F F

既設　モルタル塗り

現況のまま

G

G

G

ステンレス幅木　H=60

H H H

J

J

K

L

M

既設巾木　米栂　残置

天板　ケイカル板 t=6.0　構造用合板t=12.0下地

床モルタル塗り　H＝40

I’ ビニル幅木（ワイド幅木）

I’ I I'

ビニル幅木　H=75

強化石こうボード t=12.5 直貼り（GLボンド工法）

B
B

強化石こうボード t=12.5+12.5(継目処理)　軽量鉄骨下地（W＝100）

EP-G塗（ローラー）

EP-G　塗り替え（ローラー）

※

※配管スペース内の床上掃除口廻りはビス止めとし、脱着できるものとする。

A2→A3  70.7％縮小

下地モルタル塗り

（改修後）

（改修前）

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事

H

バリアフリートイレ　Ａ バリアフリートイレ　Ｂ バリアフリートイレ　Ｃ バリアフリートイレ　Ｄ

バリアフリートイレ外側（運動場側） 倉庫（ポンプ室） （バリアフリートイレ側） バリアフリートイレ外側（廊下側） バリアフリートイレ外側（ホール２側）

ケイカル板t=5.0+構造用合板（特類）t=18.0 軽量鉄骨下地（W=100）

天板　人工大理石張りt=15.0　構造用合板t=18.0下地
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箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

8,000

7
,
2
0
0

天井伏図（改修前） S=1/100

±0

-120

-150

-180

UP

昇降口２

(ポンプ室)

倉 庫

ホール２

A （　　　部分）

（　　　部分）B

C

カッター入れ

G

G

防水堤

G

8,000

S=1/100床伏図（改修前）

天井伏図・床伏図（改修前・改修後）　

15

照明器具移設（電気工事）

消火ポンプ+架台
既設

排水管外部保護 断面図 参照
（A-13）

A

8,000

7
,
2
0
0

S=1/100天井伏図（改修後）

±0

-120

-150

-180

UP

昇降口２

(ポンプ室)

倉 庫

ホール２

既設

消火ポンプ+架台

D

±0

+50

2,450

1
,
0
5
0

2
,
0
0
0

+50

4
2
5

1
,
5
0
0

6
0
0

E

F

H

8,000

S=1/100床伏図（改修後）

+50

7
0
0

1,100

F

F

A

B

C

天井仕上げ

A

B

框　人研ぎ　120×100　撤去C

D

E

F
差筋アンカー　D10

G
既設モルタル塗り　

H

モルタル塗り　t=50　金コテ

モルタル塗り　H=40

モルタル塗り　t=0～50　金コテ

I
土間コンクリート t=100

土間コンクリート t=100

D10@200 シングル タテヨコ共　栗石 t=100

D10@200 シングル タテヨコ共　砕石（再生材）

B

A

C

D
化粧石こうボード t=9.5

軽量鉄骨下地　新設　グラスウール敷込み 厚100 24kg/m 3

D

5
,
1
0
0

3
,
6
0
0

捨貼り 石こうボードt=9.5　軽量鉄骨下地　

捨貼り 石こうボードt=9.5 既設撤去の上、新設　　軽量鉄骨下地　既設残置

捨貼り 石こうボードt=9.5 及び 軽量鉄骨下地　既設撤去の上、新設

捨貼り 石こうボードt=9.5 及び 軽量鉄骨下地　既設撤去

1
,
5
0
0

115 2,335 1,100

3,550

既設天井仕上げ、捨貼り、下地について、現況を確認すること。

2
,
5
2
5

（塩ビ廻縁共）

（塩ビ廻縁共）

（塩ビ廻縁共）

1
0
0

A2→A3  70.7％縮小

既設ロックウール化粧吸音板　t=12

ロックウール化粧吸音板　t=12　既設撤去の上、新設

ロックウール化粧吸音板　t=12　既設撤去の上、新設

ロックウール化粧吸音板　t=12　既設撤去

 新設

木質フロア　　撤去

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事

I

磁器質タイル　300×300　撤去（モルタル共）

レベル ＝ 仕上げレベル



設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550
A箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号

UP

廊　下

1
1
S

S=1/50
建具キープラン

建具表・サイン

SW

1

2
,
0
0
0

2
8
0

1
6
0

3
0
0

S=1/50
鋼製軽量上吊り引き戸（手動）

1ヶ所

900150935

30

40 40

2,095

沓摺　ステンレス（チャンネル型）

扉　　スチール　t=0.6　焼付塗装

枠　　スチール　t=1.6　焼付塗装

ガラリ　　仕上塗装

窓　　　　仕上塗装

引き棒（ステンレス・抗菌）、点検カバー（スチール）

上枠（スチール）、堅枠(スチール）

キックプレート（ステンレス　両面）

インクジェットプリント

長期用光沢塩ビシート（巻込み）　ＵＶカットラミネート（ツヤなし）

全面 両面テープ（捨板ビス止め）

1

240

9
00

SW
1 S=1/50

1ヶ所

AW
アルミパネル

昇降口

（表面材：アルミニウム　ポリエステル塗装　両面）

（芯材：発砲ポリエチレン芯材）

孔開け加工（換気ダクト部）　

四周・孔開け部　シーリング（両面）

810

6
0
0

（参考寸法）

1
AW

S=1/30

※図版、サイズについては、監督職員と協議の上、決定すること

色味は協議による

16

S

アルミ複合板 4ｍｍ + アルミ複合板 4ｍｍ(捨板)

新設配管スペース

A2→A3  70.7％縮小

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事

バリアフリートイレ

バリアフリー
トイレ

バリアフリートイレ サイン

小窓・ガラリ（網入り型板ガラス6.8 ・ アルミ 防虫網）

不燃アルミ複合板(t=4.0)



８

○

４

２

・ 

設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550
01箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号

E

別表－１

Ⅰ．工事概要

１．工事場所

２．建物概要

建物名称 構造及び階数 国:延面積 建:延面積 消施令の適用 備　　考

別表第一 ( 7 ) 項

国:国有財産法延面積 （㎡） 建:建築基準法延面積 （㎡）

小学校

３．工事種目 (○印の付いたものが対象工事)

工事種目
建物別及び屋外

動力設備

電熱設備

雷保護設備

受変電設備

電力貯蔵設備

発電設備

構内情報通信網設備

構内交換設備

情報表示設備

映像･音響設備

拡声設備

誘導支援設備

テレビ共同受信設備

監視カメラ設備

駐車場管制設備

防犯･入退室管理設備

自動火災報知設備

中央監視制御設備

構内配電線路

構内通信線路

テレビ電波障害防除設備

管理・教室棟 屋外･その他
工　　事　　種　　別

改設一式・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

４．指定部分 無・ 有・ 対象部分

Ⅱ．工事仕様

１．共通仕様

（１）

○ 印が付いたものによる。

図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の下記仕様書等のうち、 

・ 

・ 

・ 

機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を（２）

適用する。

なお、機械設備工事の特記仕様は（　／　～　　／　）図、建築工事の特記仕様は（　／　～　　／　）

２．特記仕様

（１） 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

（２） 特記事項のうち選択する事項は、○印の付いたものを適用する。

（３） 東海地震にかかる地震防災対策強化地域における工事にあっては「大規模地震対策特別措置法」による

注意情報が発せられた場合、受注者は人身の保護及び安全な避難に必要な補強、落下防止等の保全措置

を講ずるとともに、工事中断の措置をとること。又この事実が発生した場合は、契約書第 26 条（臨機

の措置）によって処理されたものとする。

取付高さ[mm]測　点名　　　称 名　　　称 測　点 取付高さ[mm]
積算計器
引込開閉器

分電盤

スイッチ
スイッチ
スイッチ

(多目的便所)
(自動扉)

(一般)
(和室)
(台上)
(土間)
(外壁・屋外)
(一般)
(踊場)
(鏡上)

壁掛形制御盤

手元開閉器箱
制御スイッチ

集合保安器箱
室内端子盤

壁付電話機

壁掛形親時計

子時計
壁掛形スピーカ
壁付アッテネータ

1,800～2,000
1,800～2,200

1,300
1,100
1,800
300
150

 150～ 200
500
800

2,100～2,300
2,000～2,500

150

1,500
1,300
300
200

1,300
1,500

(上端1,900以下)

天井高×0.9

1,300
天井高×0.9

～
～

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

～
～
～
～
～

～

～
～
～

地上 窓中心
地上 中心

床上 中心
床上 中心
床上 中心
床上 中心
床上 中心
台上 中心
床上 中心
地上 中心
床上 中心
床上 中心
鏡上端 中心

床上 中心
床上 中心
床上 下端
天井下 上端
床上 中心

床上 中心

床上 中心
床上 中心
床上 中心

1,500
(上端1,900以下)中心～床上

1,500
(上端1,900以下)中心～床上

情報表示盤
壁付発信器 1,300
ﾍﾞﾙ･ﾌﾞｻﾞｰ･ﾁｬｲﾑ 2,300
壁付押釦（一般） 1,300

外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 標準図による
壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ(上記以外) 1,300
呼出釦(ﾄｲﾚ呼出) 900
呼出釦(ﾄｲﾚ呼出) 300
復帰釦 1,500～1,800
機器収容箱 200

300
150

受信機･副受信機  800～1,500
機器収容箱･発信機  800～1,500
警報ベル 2,300
表示灯 2,100
ｶﾞｽ検知機(LPG) 300

～床上 中心
～床上 中心
～床上 中心
～床上 中心

～床上 中心
～床上 中心
～床上 中心
～床上 中心
～天井下 上端
～床上 中心
～床上 中心

～床上 中心
～床上 中心
～床上 中心
～床上 中心
～床上 中心

天井高×0.9

注）1.天井高3,000以上の場合及び上記取付高さにおいて

2.意匠に関する部分(正面玄関･玄関ﾎｰﾙ･EVﾎｰﾙ･上級室
　･会議室)の取付位置は、監督職員と協議すること。

3.表記は原則とし、施工前に監督職員の承諾を受ける。

機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員と協議する。

接 地 の 種 類

共同接地

共同接地

Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

Ｄ種

Ｄ種

高圧避雷器

交換装置用

通信用

通信用

測定用

構造体接地

等電位接地

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 　組

記　　号 接 地 抵 抗 値 接地極の規格・数量

「接地極一覧表」

電話引込口
の保安器用

E

ＥＢ（Ｄ=10,L=1000 又は Ｗ=30,L=900） ×１

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 　組

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 　組

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 　組

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 　組

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 　組

ＥＢ（Ｄ=10,L=1000 又は Ｗ=30,L=900） ×１

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 　組

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 　組

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 　組

ＥＢ（Ｄ=10,L=1500 又は Ｗ=30,L=1200）×3 連 - 　組

ＥＢ（Ｄ=10,L=1000 又は Ｗ=30,L=900） ×１

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

照明制御
総合動作試験

１

照度測定

３ 発電機回路用ｺﾝｾﾝﾄ

４ 電動機等の接地

図による。

A・B・C・D

A・C・DE

AE

BE

CE

DE

DE

LHE

AtE

DtE

DtE

0E

tE

改設一式

RC造　3階建
管理・教室棟

仕　様　書

１）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく特定調達物品等に関する

共に、次の①から④を満たすものとする。

による。

２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると

合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティ①

クルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、

断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が

極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応

じた材料を使用する。

② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を

使用する。

を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

③ 接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－プチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等

④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデ

ヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使

用したものとする。

とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する

３）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」

材料を指す。

建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアル①

デヒド発散建築材料以外の材料

建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料②

建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料③

建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料④

１）本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべ

き品質及び性能を有するものとする。

、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書

２）別表－１に示す設備機材等の製造業者等は次の①から⑥すべて事項を満たすものとし

面を提出して監督職員の承諾を受ける。

項　　　　　目

環境への配慮１

材料・機材の品質等２

章

　
　
●
　
　
一
　
　
般
　
　
事
　
　
項

特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

足場その他３

項　　　　　目章 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

・ 別契約の関係受注者(下請け工事の場合は元請け)が定置したものは無償で使用できる。

・ 本工事で設置する。

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイ

ドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２

の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。公共建築改修工事

内部足場 （・ Ａ種・ Ｂ種・ Ｃ種・ Ｄ種・ 　種 )・ 

外部足場 （・ Ａ種・ Ｂ種・ Ｃ種・ Ｄ種・ 　種 )・ 

施工図等４ 　工事が完成（指定部分に係わる完成を除く）したときは、本工事で作成する施工図等の

うち、下記の原図及び複写図（1 部）を監督職員に提出する。ただし、製作図等で原図と

して提出ができないものは、原図に代わるものとしてよい。

　なお、施工図等の著作権に係わる該当建物に限る使用権は、発注者に移譲する。

機器製作図

試験成績書

一式　、

一式　、 機器・配管固定の施工図 一式

一式制御システム図

完成図等５ 完成図(オリジナルファイルも提出)にＰＤＦ形式を加える(ＰＤＦは１ﾌｧｲﾙにまとめる)

ＰＤＦより縮刷製本を作成。保全に関する資料を含め、部数等は監督職員の指示による。

電源周波数６ ・ ５０Ｈz・ ６０Ｈz

標準仕様書(電気設備工事編）第１編第1章2.2.2より足場の種別は以下による。

　
　
●
　
　
一
　
　
般
　
　
事
　
　
項

① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。

② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

③ 安定的な供給が可能であること。

④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。

  設計用標準水平震度

設置場所 機器種別
重要機器 重要機器

　　特定の施設 　　一般の施設

一般機器 一般機器

上層階

屋上及び塔屋

中間階

地下・１階

機器

防振支持の機器

水槽類

水槽類

防振支持の機器

機器

水槽類

防振支持の機器

機器

2.0 1.5 1.5 1.0

2.0 2.0 2.0 1.5

2.0 1.5 1.5 0.6

1.5 1.0 1.0

1.5 1.5 1.0

1.5 1.0 0.6

1.0 0.6 0.4

1.0 1.0 0.6

2.0 1.0 0.6

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

・上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の

場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。

・中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの

・重要機器は次のものを示す。

・ 配電盤

・ 交流無停電電源装置

・ 中央監視装置

・ 

・ 発電装置(防災用)

・ 交換機

・ 総合盤

・ 

・ 直流電源装置

・ 自動火災報知受信機

・ 放送架

・ 

他工事との工事区分 図面に特記無き場合は、次表の「他工事との工事区分表」による。

発生材の処理等

10

について

２）設計用鉛直地震力

　　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

「他工事との工事区分表」

他工事との取合い

発電機の基礎

配電盤・制御盤等の基礎

自立型テレビアンテナの基礎（屋上）

避雷針の基礎（屋上）

配線ピット及び蓋

照明器具・幹線等の吊ボルト用のインサート

別途機器などへの接続（直接接続するもの）

機器付属制御盤以降の配管配線（接地共）

機器付属制御盤への電源供給の渡配管配線（接地共）

小便器用水装置の制御盤以降の配管配線

防油提

天井点検口

梁・床・壁貫通部
補強

スリーブ・仮枠

補強

仮枠

補強有りの場合(補強共)

補強無しの場合

切込

屋内・屋上

屋外

開

口

部

機器付属制御盤への操作回路の渡配管配線

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

特定建設資材の

再資源化等

・ ・ 

耐震措置７ 設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針  2005

年版」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）による。

１）設計用水平地震力

　　機器の重量［kgf]に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。

　　なお、特記なき場合、設計用標準水平震度は、次による。

埋込分電盤・端子盤・プルボックス

軽量鉄骨下地天井・壁ボード類の切込

床デッキプレート

既製間仕切壁の位置ボックス及びその取付

自立閉鎖装置を取付ける防火戸の切込・補強及びﾄﾞｱﾁｪｯｸ・ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ

天井吊型 FCU 及び全熱交換形換気扇と操作スイッチとの渡配管配線
煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに至る配管配線

自動扉及び電動シャッターなどの制御装置に至る配管配線

９

電気工事士１

機器姿図２ 姿図の形状及び寸法は、概略を示す。

呼び線３ 長さ 1ｍ 以上の入線しない電線管には、1.2ｍｍ 以上の呼び線を挿入する。

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ４ フラッシュプレートは、図面に特記なき場合は次による。

・ 金属製（ステンレス、新金属も含む） ・ 樹脂製

電線本数・管路等５ 分電盤、制御盤、端子盤などの二次側以降の配管経路、電線の太さ、電線本数、管径等

は、監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。

ただし、相違する場合は監督職員の承諾を受ける。

章 項　　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

合成樹脂管配線７ 合成樹脂製可とう電線管 (ＰＦ管) 及び付属品は、タイプ - 25 のものを使用する。

なお、電力用位置ボックス類は原則として合成樹脂製とするが、コンクリート打ち込み

部分は金属製としても良い。

ただし、金属製とする場合は当該ボックスには接地を施すものとする。

薄鋼電線管８ 薄鋼電線管は表示されているものと同一外形のねじなし電線管を使用しても良い。

保護管９ ケーブル配線の保護管は、標準仕様書の金属管配線、合成樹脂管配線の項による。

最上階の10 最上階の天井スラブへの埋め込み配管は、原則として避けるものとする。

埋め込み配管

地中配線で、特記なき埋設深さは 0.6ｍ 以上とする。地中配線の11

埋設深さ等 なお、地中配線には標識シート等（２倍長以上重合せ）を設ける。

12

構内配電線路の用途名 （

構内通信線路の用途名 （

・ 電力

・ 通信

・ 

・ 

）

）

電力・電話の13

引き込み ち合わせのうえ監督職員と協議により施工する。また、外線工事負担金などの調査報告

機器取付高さ14

金属管の塗装６ 次の露出配管は、塗装を行う。

屋外の配管（ ・ ・ 直天井室内の配管 ・ ）

「機器標準取付高さ」

　
　
●
　
一
　
般
　
事
　
項

最大電力 500 kＷ 以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。
　
　
●
　
　
共
　
　
通
　
　
事
　
　
項

ハンドホール等の鉄蓋は、鋳型流し込みで用途名を表示する。

判断基準は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成２５年２月）閣議決定」

ハンドホールの蓋

電力及び電話引き込み線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者と打

を監督職員に速やかに行う。

図面に特記無き場合は、次表の「機器標準取付高さ」による。

電
力
共
通

電
　
　
　
灯

動
　
力

構
内
交
換

時
計

拡
声

出
退
表
示

誘
導
支
援

テ
レ
ビ
共
同
受
信

火
災
報
知

備
　
　
考

接地極 図面に特記無き接地極は、次表の「接地極一覧表」による。15

Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

Ω以下

１０Ω以下

Ω以下

１００Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１００Ω以下

１００Ω以下

１００Ω以下

Ω以下

Ω以下

　
　
●
　
　
電
　
力
　
・
　
受
　
変
　
電
　
・
　
発
　
電

５ 分電盤・実験盤 本工事の分電盤・実験盤で、分岐に用いる配線用遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-1

：附属書XC(参考)「電灯分電盤用協約形回路遮断器」による。

また、漏電遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-2：附属書XC(参考)「電灯分電盤用協

約形回路遮断器」による。

インバータ装置の６

規約効率

三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は、次の数値以上とする。

電動機出力(kW)

規約効率(％)

0,4 0.75

86.0 88.5

1.5

92.0

2.2

93.0

3.7

94.0

5.5

94.0

7.5

94.5

電動機出力(kW)

規約効率(％)

11 15

94.5 95.0

18.5

95.5

22 30 37 45

95.5 95.5 95.5 95.5

低圧配電盤７ 低圧配電盤に用いる配線用遮断器は埋込形とし、全て警報接点付きとする。

自家発電設備８

の配管工事等

原動機・発電機と付属各機器間の燃料油、冷却水などの配管、制御用配線は、監督職員

太陽電池アレイ９

の設置

太陽電池アレイの配置が決定した際、周辺環境への影響（日影・反射光等）を監督職員

設備機器容量等10 本工事及び別契約の関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備

の承諾を受けて多少相違しても差し支えない。

に報告すること。

項　　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項章
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電
　
力
　
・
　
受
　
変
　
電
　
・
　
発
　
電

（１）

（２）

規約効率は、JEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。

規約効率は、JIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、

IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。

の施工及び機器製作前に監督職員と協議し、指示を受けること。

　
　
●
　
通
　
信
　
・
　
情
　
報

局　線１ 局線の新増設移転の手続きは、本工事とする。

電界強度の測定２ 最上階フロアのコンクリート打設前に、受信電波の電界強度測定を 3 か所以上行うこと。

また、その報告書を監督職員まで提出すること。

ケーブル３ ・ EM-UTPケーブルは、使用用途が判別できるようシース色等を変えること。

・ EM-CPEEケーブルは、EM-FCPEEケーブルを使用しても良い。

　
　
●
　
　
改
　
　
修
　
　
一
　
　
般
　
　
事
　
　
項

施工調査１ 事前調査　（

調査項目　（

調査範囲　（

調査方法　（ ・ 図示 ）・ 

・ 図示 ）・ 

・ 既存資料調査 ）・ 

・ 本工事 別途・ 

・ 

・ 

・ 

工事範囲

目視

）

既存配線ﾙｰﾄ

仮設備工事２ 仮電源 ・ 受変電設備 発電設備・ 

　　　ヶ月 ・ 図示による・ 仮設備期間

養生３ 既存部分の養生は、改修標準仕様書第１編第１章による。

は　つ　り はつり工事は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告を行うこと。

非破壊検査５ 非破壊検査による埋設物の調査（　

既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、図面に特記のない場合はダイヤ

モンドカッターによる。

・ 要 ・ 不要 ）　とする。

なお、範囲は監督職員の指示によるものとし、費用は別途とする。

既設との取り合い６ 本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。

・ 養生範囲　（ ・ ） ・ 養生方法　（ ・ ）

機　　　　材　　　　名

監視カメラ装置

中央監視制御（監視制御装置）

工事名称

承諾をうける。

・ 目標照度設定のための各調光センサー（夜間及び日中）

・ 在不在制御機能の動作及び動作時間設定のための調光人感センサー

・ タイムスケジュール制御における点滅及び調光制御の動作確認

・ 

注）上記試験項目は全数確認とする。

外光センサーによる点滅及び調光制御のための動作確認

　一般照明の照度測定を（　　　箇所）測定し、監督職員に報告する。

　なお、測定する場所は、監督職員と協議とする。

発電機回路に接続されるコンセントは、回路種別が識別できるものとする。

金属管配線において、電動機容量 7.5ｋＷ 以下は金属管を接地線とする。

照明制御の総合動作試験は次に示す事項について行い、監督職員に試験成績書を提出し、

公共建築工事標準仕様書　　（電気設備工事編）（令和4年版）

公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和4年版）

公共建築設備工事標準図　　（電気設備工事編）（令和4年版）

電気設備 機械設備 建築

特記仕様書（１）（図面A-02）による。

コ
ン

セ
ン

ト
ブ

ラ
ケ

ッ
ト

ﾃﾚﾋﾞ端子直列ﾕﾆｯﾄ (一般)
(和室)ﾃﾚﾋﾞ端子直列ﾕﾆｯﾄ

電気設備特記仕様書

特記仕様書（１）（図面A-02）による。

トイレ呼び出し設備 改設一式

電灯・コンセント設備

蛍光灯器具

照明制御装置

可変速運転用インバータ装置

分電盤

制御盤

キュービクル式配電盤

高圧スイッチギヤ（ＣＷ形）

高圧スイッチギヤ（ＰＷ形）

高圧交流遮断機

高圧進相コンデンサ

高圧限流ヒューズ

高圧負荷開閉器

高圧変圧器（特定機器）

交流無停電電源装置

太陽光発電装置（ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ及び系統連系保護装置）

12

天井仕上区分13 （　）書き又は△を頭に付したの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。

室内空気中の

化学物質の濃度測定
特記仕様書（１）（図面A-02）による。

建設発生土の処分11 特記仕様書（１）（図面A-02）による。

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事

志摩市　磯部町　恵利原　地内

令和5年度　　磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事 



設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号

E

階段１

廊下
Ｐ Ｂ

o

配膳室

通用口

便　所

昇降口１ 通級指導教室 物置 教材室 保健室 相談室 小会議室

用務員室

手洗い

8,000 8,000

2
,
3
0
0

7
,
2
0
09
,
5
0
0

Ｃ

Ｂ

Ｄ

Ａ

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

２ ３１ 1110９８７６５４

階段２

Ｐ Ｂ

便　所

昇降口２ 事務室 校長室

手洗い

倉庫

１階平面図 S=1/200

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

1716151413121110

露出・壁掛型
Ｐ型１級火災受信機

（複合盤）

廊下

階段３

Ｐ Ｂ

事務室 校長室 職員室

放送室 スタジオ

便　所

調理室

更衣室
男子

女子更衣室

昇降口３

手洗い

ﾎﾟﾝﾌ室゚

自動火災報知設備図

連動制御盤連動制御盤　

新設

既設 既設 既設

改修

名　　称

受    信    機

電　　　　　鈴

表　　示　　灯

スポット型感知器

スポット型感知器

スポット型感知器

スポット型感知器

１５０ｍ／ｍ

差動式　２種

定温式　１種

定温式　特種

定温式　１種防水型

光電式　２種

光電式　２種点検口付

煙 感 知 器

煙 感 知 器

発　　信　　機 Ｐ型１級

Ｓ

Ｓ

Ｐ

Ｂ

０

Ｐ－１－２０Ｌ＋６

スポット型感知器

自 動 閉 鎖 装 置

光電式　３種連動用

ラッチ式

Ｓ

Ｅ

摘　　　　要記　　号

凡例

02

既設
（脱着）

連動制御盤　

A2→A3  70.7％縮小

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事



5

6

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-3C

EM-EEF1.6-2C+3C

EM-EEF1.6-3Cx2

特記なき配線は下記による

A B
ＬＥＤシーリングライト

参考品番：ＬＧＢＺ３４２６

ＬＥＤダウンライト　１５０形

調光可能（約５～１００％）

器具光束４９５０ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００Ｖ

Ｒａ８３、昼光色（６５００Ｋ）／電球色（３０００Ｋ）

カバー：アクリル（乳白つや消し）

水平天井専用

プッシュプル方式、カチットＦ

竿縁天井取付アダプタ対応

参考品番：ＬＲＳ１－１３

既設 新設

調光タイプ（約５～１００％）

器具光束１４８０ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ

名　　　　　　　　称

凡　 　例

記　　号

Ｌ

Ｓ

２Ｓ

Ｅ

Ｎ

Ｂ

２Ｅ・ＷＰ

電　灯　盤

ＬＥＤ灯

ダウンライト

換気扇

スイッチ

スイッチ

人感センサー

センサー用切替スイッチ

コンセント

コンセント

コンセント

警報表示盤

コール用押ボタン

警報ランプ付ブザー（防雨形）

ライトバー

片切

表示灯付

換気扇連動型

２連

２Ｐ１５Ａ

２Ｐ１５Ａ＋ＥＴ

２Ｐ１５Ａｘ２＋ＥＴ防水

設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号

E 03

4,000

8,0008,000

9 10

3,000

4
,
80

0

（A）×４

昇降口２

事務室

手洗い

倉庫（ポンプ室）

S
A

S
B

S
C

S=1/100１階平面図（改修前） S=1/100１階平面図（改修後）

分電盤

電灯・コンセント設備図

4,000

8,000

9 10

手洗い

S

SA

SC

B

男子職員

便所

(D)

(D)

(D)

移動

8,000

事務室

EM-EEF2.0-3C

ETET

ET
JB

ET

分電盤

S
昇降口２

倉庫（ポンプ室）

（トイレ用新設）

A2→A3  70.7％縮小

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事



設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号

E
トイレ呼出し設備図

04

8,000

9 10

Ｎ

Ｂ

4

JB 6

4

事務室 校長室 職員室

昇降口２

１階平面図 S=1/100

JB

5

6

4

特記なき配線は下記による

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-3C

EM-EEF1.6-2C+2C

EM-EEF1.6-2C+3C

EM-EEF1.6-3Cx2

116

1
2
0

21.5

Ｎ

呼出

70

1
2
0

11

380

8

60

2
5
0

1 1窓用呼出表示器 ブザー付廊下灯 呼出ボタン(引きひも付)

表示方式

窓    数

材    質

形    状

電源電圧 AC100V　50/60Hz (内部電源DC12V)

壁取付形

SPCC t1.2

1窓

呼出音と表示窓点灯

材　　質

形　　状

備　　考

壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)

プレート：自己消火性樹脂

ランプカバー：ポリカーボネート

ブザー付

形　　状

材　　質

備　　考

壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)

自己消火性樹脂

引きひも式、押ボタン式両用

CBN-1C

（参考品番） （参考品番） （参考品番）
NR-BZLB27 NBR-7HWA

A2→A3  70.7％縮小

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事

バリアフリー
トイレ



（屋内一般等）

設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550
01箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号

M

機械設備工事特記仕様書
1

2 工事場所

3 建築概要

4 適用基準 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、以下による

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

国土交通省国土技術政策総合研究所監修

なお、以下において選択する事項は、■印のついたものを適用する。
5 一般事項

指示の下に入念かつ誠実に施工すること。
　設計図書に定められた内容、現場の納まり・取り合い等の不明な点や施工上の困難・不都合、
図面上の誤記及び記載漏れ等に起因する問題点及び疑義、設計図書とおりに施工することで将

図書とおりの施工であっても使用上の不具合が発生した場合は協議の上、改善策を講じること。
　他工事との取り合いについては予め当該工事関係者間において協議し、円滑な工事進捗に努

により手直し施工を行うこと。
(1) 提出図書

1） 工事書類　： ・施工計画書 ・打合記録 ・材料搬入報告書
各2部ずつ ・施工要領書 ・工程表 ・安全・訓練実施記録

・機器明細図 ・工事日報 ・品質確認書類
・工事写真（データ）　　等

2） 工事完成図書： ・完成図（竣工図｛製本3(原寸 1部､A3(見開き) 2部｝・施工図｛製本1部｝
・機器完成図（ファイル等2部）
・保守に関する説明書（取扱説明書・保証書）　2部
・機器性能試験成績書　2部
・総合調整測定表（試験結果・測定結果等）　2部
・官公署届出書類控、検査済証　2部
・出来形確認書類　2部　等

※ 竣工図・施工図はＣＡＤにより作成すること。
※ 工事書類は営繕工事に係る電子納品マニュアル（デジタル工事写真編、工事完成図書編）

に基づき電子納品（3部）すること。
※ 工事写真は営繕工事写真撮影要領（平成27年版）に従い撮影すること。
※

(2) 機器及び材料等
工事に使用する機器及び材料等については、予め使用機材届出書（メーカーリスト）、
機器明細図、現品、カタログ、その他諸資料を事前に届け出ること。
尚、図面に記載の品番は、参考品番として便宜上メーカー品番を使用しているので、
メーカー選定にあたっては、同等品以上の性能を有するものとする。また、国等による
環境物品等の調達推進に関する法律（グリーン購入法）を考慮し、再生品などの
環境に優しい（環境物品）の調達に努める。
又、重量機器については、機器据付要領・耐震計算書もあわせて提出すること。

(3) 官公署等への届出手続
工事に伴う関係官公署への必要な諸手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに
要する費用も負担する。
1） 消火器の設置届については、機械設備にて設置届を提出する必要がある場合、

届出を行うこと。
2） 防火対象物使用開始届については、書類の作成（機械設備図面の用意及び

機械設備に関する部分の記述）を行うこと。

(4) 品質管理
工事施工に関して、着手前・施工途中・施工後の自主検査を実施すること。
チェックリスト等を作成し、管理を行うこと。

(5) 出来形管理
以下の項目について、出来形管理の対象として管理を行うこと。
1) 各種機器据付

・ 耐震強度（設計標準震度、アンカーの種類・サイズ確認・埋め込み深さ）
・ 基礎寸法 ・ 水平、垂直等

2) 配管・ダクト工事
・ 支持間隔 ・ 振れ止め支持間隔

3) 屋外排水工事
・ 排水勾配 ・ 桝の深さ

4) 水栓、リモコンスイッチ類の取付高さ

(6) 製品確認
発注者、受注者において仕様を決定し、製作するような規格品ではない製品については、試

□ 適用する ■ 適用しない

(7) 耐震安全性の分類
構造体（　）類　　建築非構造部材（　）類　　建築設備（　）類

ドレン管 □ 配管用炭素鋼鋼管（白）　JIS G 3452 (SGP- 白）
硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6741 (VP・ＶＵ)

□ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　JIS K 9798 (RF-VP)
※ 125A以下はVP、150A以上はVUとする。　RF-VPは屋外露出不可。

□ 排水・通気用耐火二層管　JIS K 6741(硬質塩化ビニル管VP)又は
JIS K 9798(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管RF-VP)規格品
に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。

冷媒管 □ 銅及び銅合金継目無管　硬質、軟質または半硬質　JIS H3300
断熱材被覆銅管　原管はJIS H3300による。 製造者標準品
ただし、保温厚は　ガス管　20mm、液管　10mm(液管の呼び径が9.52mm
以下の断熱厚さは8mmとしてよい) とする。

※ 冷媒用銅管の肉厚は、冷凍保安規則関係基準の規定による。

※ 弁類 揚水ポンプまわり、消火ポンプまわり、水道直圧部は　10Ｋとし、それ以外は 5Ｋ とする。

塩ビライニング鋼管に使用する際は、管端防食コア付き、又はライニング弁を使用すること。

※ 横走り管の吊り間隔
鋼管 100A以下　　－　　2m 以下

125A以上　　－　　3m以下

ビニル管  80A以下　　－　　1m 以下
耐火二層管 100A以上　　－　　2m以下
銅管

鉛管 1.5m以下

鋳鉄管 標準図による

※ 横走り管形鋼振れ止め支持間隔
支持間隔 6m以下 8ｍ以下 12ｍ以下
鋼管 - 65A～100Ａ 125A～
鋳鉄管
ビニル管
耐火二層管 25A～40A 50A～100A 125A～
銅管

※ 冷媒用銅管の横走り管の支持間隔
基準外径　9.52mm 以下　　吊り間隔　 1.5m以下 ※　液管・ガス管共吊りの場合は
基準外径　12.70mm 以上　吊り間隔　　2.0m以下 液管の外径を基準とする。
形鋼振れ止め支持間隔は、銅管に準ずる。

(2) ダクト工事

丸ダクト　　 スパイラルダクト
□ 下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管　(多湿箇所）　AS-62 (RS-VU)

1） 材料
■ グラスウール保温材 保温筒　JIS A 9504 2号　40K

（屋内一般等） 保温板、保温帯　JIS A 9504 2号　40K
■ 給水管 ■ 排水管 給湯管 □ 温水管
□ 蒸気管 □ 冷水・冷温水管 □ 冷媒管 □

（屋外等）
□ 給湯管（70℃以上） □ 温水管 □ 蒸気管 □ 冷水・冷温水管
□ 冷媒管 □ □ □

□ 給水管 排水管 □ 冷水・冷温水管 □ 冷水管（2～4℃）

□ ブライン管 □ □ □
（屋外等）
給水管 □ 排水管 給湯管（70℃以下） □ 冷水・冷温水管

□ ブライン管 □ 消火管 □ □

2) 保温厚
・ グラスウール、ロックウール

保温厚　（mm） 20 25 30 40 50
～80A 100～150A - 200A～ -

膨張・温水・消火管

蒸気管 ～25A - 32～50A 65A～ -
冷水・冷温水・冷媒管 - - ～25A 32～200A 250A～

・ ポリスチレンフォーム
保温厚（mm) 20 25 30 40 50 65
給水・消火・排水管 ～80A 100A～ - - - -
冷水・冷温水管 - - ～25A 32～200A 250A～ -
冷水管（冷水温度2～4℃） - - ～20A 25A～100A 125A～ -
ブライン管 - - - ～25A 32～80A 100A～

Ⅲ B 乙

　　冷凍機等の撤去に伴う冷媒の回収方法は、改修標準仕様書第３編 ２．４．３により、次の

　 ・フロン回収行程管理票
   ・特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）
　撤去する前にフロンを屋外機ユニットに集める作業（ポンプダウン）を行うこと。
　パッケージ形空調機の移設等により、冷媒の回収が必要となる場合においても、上記に準じて
  冷媒の大気中への飛散を防止する措置を講じること。

□

□
□

□

6 工事種目　　給排水衛生設備工事
(1)　屋外給水設備工事 (2)   屋内給水設備工事 (3)　屋外排水設備工事

(5)　衛生器具設備工事 (6)   給湯設備工事
(7)　浄化槽設備工事

空調設備工事
(1)　機器設備工事 (2)   配管設備工事 (3)　換気設備工事

(3) 換気設備工事
天井扇、壁換気扇の設置ならびに付帯ダクト設備を行うものとする。

8 総合調整
(1)　風量調整

適用する □ 適用しない
(2)　水量調整

適用する □ 適用しない
(3)　室内外空気の温度測定

適用する 適用しない
(4)　室内外空気の湿度測定

□ 適用する 適用しない
(5)  室内気流及びじんあいの測定

□ 適用する 適用しない
(6)  騒音の測定

□ 適用する 適用しない

(7)　飲料水の水質の測定(水道法施行規則第10条による水質検査）
□ 適用する 適用しない

9 工事細目
　(1) 配管材料
■ 給水管 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　　JWWA K116

(一般; SGP-VA, VB 　地中　; SGP-VD)
□ フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　WSP 011

(一般; SGP-FVA, FVB 　地中　; SGP-FVD)
※ 継ぎ手はコア内蔵型とする。
※ 給水管100Aはねじ又はフランジ接合、125A以上は

フランジ接合(工場加工）とする。
水道用硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6742
(一般・地中 ; HIVP)

□ 水道配水用ポリエチレン管　JWWA K 144　（地中：PE）
水道用ステンレス鋼鋼管JWWA G 115

□ 一般配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G 3448
□ 配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G 3459
※ 地中埋設管は、取出し位置のGL面又はSL,FL面より+100立ち

上げた所までとする。

■ 雑排水管 □ 配管用炭素鋼鋼管(白）　JIS G 3452 (SGP-白）
※ 継ぎ手はドレネジ継ぎ手又は、ＭＤ継ぎ手を使用

(地中・コンクリート埋設は防食テープ2重巻き）
■
□ 土間：　リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　JIS K 9798 (RF-VP)　

※ 125A以下はVP、150A以上はVUとする。
□ 排水・通気用耐火二層管　JIS K 6741(硬質塩化ビニル管VP)又は

JIS K 9798(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管RF-VP)規格品
に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。

通気管 □ 配管用炭素鋼鋼管(白）　JIS G 3452 (SGP-白）
※ 継ぎ手はドレネジ継ぎ手又は、ＭＤ継ぎ手を使用

(地中・コンクリート埋設は防食テープ2重巻き）

7 工事概要

硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6741 (VP・VU)

給排水衛生設備工事　

□ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　JIS K 9798 (RF-VP)　

(1) 給水設備工事

※ 125A以下はVP、150A以上はVUとする。 RF-VPは屋外露出不可

本工事は図示のごとく量水器以降を工事範囲とし、給水本管直圧方式によって

□ 排水・通気用耐火二層管　JIS K 6741(硬質塩化ビニル管VP)又は

所要の各所に給水する。直圧部の弁類は、水道局規

JIS K 9798(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管RF-VP)規格品
に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。

(2) 屋外排水設備工事

■ 汚水管 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　WSP 042

本工事は、汚水、雑排水を第一桝より合流方式とし、合併浄化槽

※ 同上ＭＤ継ぎ手　JPF MDJ 002

に至る配管、桝を勾配に十分留意し敷設するものとする。

■ 土間：　硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6741 (VP・VU)

現場打ちまたはプラスチック桝とする。

□ 土間：　リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　JIS K 9798 (RF-VP)

(3) 屋内排水通気設備工事

※ 125A以下はVP、150A以上はVUとする。

本工事は汚水、雑排水を分流式により屋外桝に接続放流する。

□ 排水・通気用耐火二層管　JIS K 6741(硬質塩化ビニル管VP)又は

(4) 衛生器具設備工事

JIS K 9798(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管RF-VP)規格品

衛生器具を所定の位置に附属金具により堅固に取り付けるものとし、陶器の

に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。
給湯管 □ 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管　JWWA K 140

(一般　; SGP -HVA 　地中　;　内外面耐熱性硬質塩ビライニング鋼管）
水道用ステンレス鋼鋼管JWWA G 115

(5) 給湯設備工事

□ 一般配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G 3448

空冷HP給湯器による局所給湯方式 とし、図示の各所に給湯する。

(6) 浄化槽設備工事
本工事は図示の位置に、FRP製処理能力2.0ｍ３/日、放流水質ＢＯＤ200ｍｇ/L
担体流動濾過方式等による合併処理浄化槽を設置し、汚水処理の上放流する。

空調設備工事
(1) 機器設備工事

本工事は、空冷ヒートポンプパッケージエアコンとルームクーラー
局所方式により冷暖房をおこなうものとする。

屋外埋設排水 硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6741 (VP・ＶＵ)
□ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　JIS K 9798 (RF-VP)
□ 排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管　AS-58 (RＥＰ-VU)

　空調設備工事に於ける外気、室内の温湿度条件

□ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管　JIS K 9797 (RS-VU)

乾球温度℃ 湿球温度℃ 相対湿度%

※ 125A以下はVP、150A以上はVUとする。

外気条件 夏期 34.5 27.3 57.6

□ コンクリート管　JIS A 5372（プレキャスト鉄筋コンクリート製品）

冬期 1.7 -1.3 49.6

（1類水路用遠心力鉄筋コンクリート管）

室内条件 夏期 26 - -
冬期 22 - -

(2) 配管設備工事
各機器間のドレン、冷媒配管をおこなう。 配管の振動及び共振に十分留意の上施工する。

格品JIS 10K とする。

の組み合わせによる

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

5) 配管に空気が滞留する恐れのある箇所には、エア抜き弁を設置し、最寄りの
ドレン管に接続すること。

10 共通事項
1) 陸上ポンプ、送排風機（エアハン含む）の電動機は、すべて全閉防まつ形とし、

4極を原則とする。（加圧給水ポンプユニットを除く）。
2) 配管途中、要所にはフランジ接続箇所を設置し、取り外しを容易にすること。
3) 系統が分かるように、必要箇所（機械室、ＰＳ内等）に文字書き・矢印記入・バルブ札取付を

行うこと。手書きもしくはカッティングシートとする。
4) 機器・配管・支持金物には、絶縁処理を行うこと。

3） 種別
給排水衛生設備配管の保温仕様(R、G保温材の仕様のみ)

１ ２ ３ ４
屋内露出 保温筒 鉄線 合成樹脂製カバー
機械室・書庫・倉庫 保温筒 鉄線 原紙 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ仕上
天井内・ＰＳ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧保温筒 アルミガラスクロス粘着テープ

暗渠内（ピット内） 保温筒 鉄線 ポリエチレンフィルム 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
屋外露出 保温筒 鉄線 ポリエチレンフィルム SUS鋼板仕上
※ 1） 排水管については、上表暗渠内（ピット内）の仕様を防食テープ巻きに読み替える。
※ 2） サヤ管工法；架橋ポリエチレン・ボリブデン管使用の場合は、上表保温不要。

空調設備配管の保温仕様(R、G保温材の仕様のみ)
１ ２ ３ ４ ５

屋内露出 保温筒 鉄線 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 合成樹脂製カバー
機械室・書庫・倉庫 保温筒 鉄線 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 原紙 アルミガラスクロス仕上

天井内・ＰＳ内 保温筒 鉄線 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ アルミガラスクロス仕上

(温水・蒸気管以外)
暗渠内（ピット内） 保温筒 鉄線 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 着色アルミガラスクロス仕上

屋外露出 保温筒 鉄線 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ SUS鋼板仕上
※ 1) 冷媒管に断熱材被覆銅管を使用した場合の保温種別

□ 保温化粧ケース仕上 SUS鋼板仕上(屋外露出部分）

 (4) スリーブ工事
1. 管スリーブの径は、原則として、管の外径（保温されるものは、保温厚さを含む）

より40mm程度大（=2サイズUP)なるものとする。
箱抜きスリーブは、木枠又は鋼板(実管ダクト）とする。

2. 地中部分のスリーブは、塩化ビニル管(VU)とし、水密を要する部分のスリーブは、
つば付き鋼管とする。

3. 請負代金額が1億を超える大規模工事については、地中梁以外の梁抜き
管スリーブは、亜鉛鉄板製とする。

4. その他のスリーブは、特記なき限り、紙ボイドとする。紙ボイド使用の際は、
配管前に必ず撤去のこと。

□

6) 屋外機器設置基礎のアンカーボルトは、構造体鉄筋より取り出す、
もしくはあと施工アンカー工法の類とする。使用アンカーについては、
機器仕様書、耐震クラス等を確認すること。また、重量機器にあと施工アンカー
工法を採用する場合、ケミカルアンカーを使用し施工すること。

7) 機器、配管の耐震措置及び機器、ダクトの防振・消音については、標準仕様書
、標準図、施工監理指針及び建築設備耐震設計・施工指針に基づき十分考慮
すること。

8) 雨がかり部に取り付けるガラリのチャンバーには、水抜きを設けること。
9) 屋外埋設管（給水、消火、ガス）には、埋設シートを敷設し、曲がり・分岐部には、

地中埋設標を施工すること。
10) 冷水及び冷温水管の支持材には、合成樹脂製支持受けを使用すること。
11) 水栓は、節水機構付きのものを使用すること。
12) 冷媒管等防火区画貫通部は、建築基準法・消防法に適合する工法にて

防火処理を行うこと。
13) 地中埋設配管については、下記の沈下対策を講ずること。

・ 管は継ぎ手の組み合わせにより可とう性をもたせる。
・ 接続箇所は必要に応じコンクリートで保護する。
・ 土間配管は、土間筋に吊り下げるなど埋設配管を保持すること。
・ 呼び径100A以下はM10、125A～250AはM12、250A以上はM16のステンレス

棒鋼を使用する。
14) 屋外露出及び多湿箇所（トレンチピット等）の配管架台は、SUS又はSS溶融亜鉛

メッキ仕上げとすること。
15) 屋外設置のマンホール類には用途名を入れること。
１6）合成樹脂製カバーの仕上げについては、要所にステンレスバンド及び菊座の取り付けを

行うこと。
17) 送風機用ベルトカバーには点検口を設けること。

浄化槽 合併浄化槽 RC造 ㈱ダイキアクシス　㈱西原ネオ　フジクリーン工業（株）
藤吉工業（株）　または同等品以上

FRP 国土交通大臣型式認定品
ブロア 朝日機工㈱　㈱アンレット　新明和工業㈱　安永エ

アポンプ㈱　または同等品以上

11 指定資材及び参考見積りメーカー

分類 資材名 規格・メーカー等　(アイウエオ順）
管 塩ビライニング鋼管 「水」マーク表示品　WSP規格品

配管用炭素鋼鋼管 JISマーク表示品
塩化ビニル管 JISマーク表示品　「水」マーク表示品
リサイクル塩化ビニル管 JISマーク表示品　塩化ビニル管・継手協会規格品
鉛管 SHASE-S表示品
銅管 冷媒用 ㈱イノアック住環境　㈱コベルコマテリアル銅管

㈱UACJ銅管　因幡電機産業（株）　または同等品以上

ダクタイル鋳鉄管 水道用 「水」マーク表示品
ステンレス鋼管 JISマーク表示品　「水」マーク表示品
耐火二層管 国土交通大臣認定品

空気 設備機材等評価名簿による。

継手 ライニング鋼管継手 管端防食 JPF規格品　「水」マーク表示品

調和機

フランジ WSP規格品
鋼管継手 外面含む JISマーク表示品　JPF規格品　WSP規格品
ビニル管継手 JISマーク表示品　「水」マーク表示品
銅管継手 冷媒用 ㈱イノアック住環境 　東洋フイツテング㈱

因幡電機産業（株）　または同等品以上
ステンレス鋼管継手 JISマーク表示品　SAS規格品　「水」マーク表示品
耐火二層管継手 国土交通大臣認定品
伸縮管継手（ベローズ形、スリーブ形） JISマーク表示品(ベローズ型)　SHASE-S表示品(スリーブ型)　

可とう継手 トーフレ㈱　日立金属㈱　㈱ベン　㈱ヨシタケ　
または同等品以上

弁 青銅弁・鋳鉄弁 JISマーク表示品
その他弁類 ㈱キッツ　東洋バルヴ㈱　日立金属㈱　㈱ベン

㈱ヨシタケ　または同等品以上
保温材 JISマーク表示品

換気扇 換気扇類 テラルクリタ㈱　㈱東芝　日立アプライアンス㈱　
パナソニック㈱　三菱電機㈱　または同等品以上

衛生 衛生陶器・水栓 JISマーク表示品

ダクト

器具 衛生器具ユニット 設備機材等評価名簿による。

スパイラルダクト ㈱栗本鐵工所　（株）新富士空調　フジモリ産業㈱　
または同等品以上

フレキダクト アライ実業㈱　㈱オーツカ　㈱栗本鐵工所
または同等品以上

桝 桝類 公団型 協和コンクリート工業㈱　ネオジオインフラテック㈱
桑名工業㈱　(有)丸八産業　または同等品以上

塩ビ桝 （公社）日本下水道協会、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ﾏｽﾏﾝﾎｰﾙ協会

【注記】 ① JISマーク、水マーク（JWWA:日本水道協会規格）、WSP(日本水道鋼管協会規格）、

規格対象品又は準拠品

SHASE-S(空気調和・衛生工学会規格）、JPF(日本金属継手協会規格）

鋳鉄 排水金物 ㈱オオタケファンドリー　カネソウ㈱　ダイドレ㈱

SAS(ステンレス協会規格）の番号については、「公共建築工事標準仕様書

製品 ㈱中部コーポレーション　　福西鋳物㈱

（機械設備工事編）」「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」による。

㈱ホクキャスト　または同等品以上

② JISマーク表示品と指定された資材は、工業標準化法施工規則に基づき、製品・包装

鋳鉄製ふた マンホールふた 設備機材等評価名簿による。

の外面、容器の外面、結束荷札ごとの納品書にJISマーク表示のあるものとする。

弁桝ふた

③ 設備機材等評価名簿とは、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」

量水器 量水器

設備機材等評価名簿（最新版）をいう。但し、評価名簿による場合、
「納入地区及びアフターサービス地区」に中部地区が含まれていて、

移設のみ

パッケージ形空気調和機

評価の有効期間内にある場合に有効とする。

(4)  屋内排水通気設備工事

「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」

(8) 冷媒（フロン類）の回収　　　□適用する　　　　　□適用しない

各機器の据付・試運転調整を含めて機器設備工事とする。

　工事の詳細については、本設計図面及び仕様書による他、上記各適用基準に準拠し、監督職員

来不具合が発生しうると判断される場合については、その都度、監督職員と協議すること。なお設計

めること。なお調整不足による意匠的な仕上がり不備や不具合が発生した場合は監督職員の指示

建築包含工事の場合、建築特記による（監督職員に確認のこと。）

験・検査等を行う機器が整備された施設内において、監督職員等が製品の確認を行うものとする。

　書類の写しを監督職員に提出すること。

色は監督職員と協議の上決定する。

-

「公共建築工事標準仕様書（建築、電気、機械設備工事編）令和4年版」
「公共建築改修工事標準仕様書（建築、電気、機械設備工事編）令和4年版」
「公共建築設備工事標準図（電気、機械設備工事編）令和4版」
「建築、電気、機械設備工事監理指針令和4年年版」

三重県公共工事共通仕様書（令和2年8月） 

■

□

□

地中：　硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6741 (VP・VU)

□

□

■

■ ■

■

□

□ □

給水・排水・ドレン・給湯

機械設備特記仕様書

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事

工事名称 磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事

志摩市　磯部町　恵利原　地内

(3) 保温塗装工事・遮音工事

遮音シート

■

■
発砲ウレタン系吸音材（t=4.0mm）+ 遮音シート（t=1.2mm）
粘着ゴムアスファルト系制振シート（t=1.0mm）+

同等以上

ポリスチレンフォーム保温材
グラスウール保温材

ダイケン　または同等品以上遮音材 遮音シート



設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号

M

記　　号 名　　称

給　水　管

汚　水　管

雑 排 水 管

（ 露出 鋼管 ）
( 埋設 塩ビ管）

GL
蓋(鋳鉄Ｔ－25製，水封形）

砕石 内蓋（塩ビ製）

基礎砂

GL
蓋(鋳鉄Ｔ－25製，水封形）

砕石 内蓋（塩ビ製）

90
0

（

現
地
確
認
 )

基礎砂

小口径桝１ 小口径桝２

既存塩ビパイプΦ150

衛生器具表　給排水衛生換気設備図（改修）

02
A2→A3  70.7％縮小

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

衛生器具表

洋風大便器（タンク式）

腰掛便器用手すり　L型

T110D28

CS597BPC

SH598BAY

洗浄用リモコンTCF5840AUPN

Y9207

T110D3R

背もたれ

T112HK7R

T110D17S

EWC285CS 

T110D3R

棚付二連紙巻器 YH702

埋込手洗い器 LSW570APR

可動式手すり

ベビーチェア YKA15S 平面設置タイプ

YPH62017W2 M6×85

密結タンク

ウォシュレット

塩ビ排水管（直管）

固定金具　アンカーボルト

固定金具　アンカーボルト

固定金具　アンカーボルト

アンカーボルト

固定金具　樹脂プラグ

品　　番

数
　
量

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

2

1

1

参考品番　（TOTO又は同等品)

附　属　品

器　具　名

EWC520ARS収納式多目的シート（グリップ付き）

バ
リ
ア
フ
リー

ト
イ
レ

Ｉ型手すり 1T112C4

2

1

1

1

1

側板

YKH52ARシングルフック

UTR141

UAS81LDB1NWコンパクトオストメイト

YMK51K 360×1100化粧鏡

自動水栓　発電タイプLSW870APMR壁掛手洗器

アンカーボルトM10（4本 床固定）

2
,
5
2
5

1
,
0
5
0

100

20

25

2,700

SD 45Y
100×75-150

(ポンプ室)

倉 庫

7
,
2
0
0

2
,
3
0
0

9
0
0

A

B

C

D

　GV25

UP

2,500

8,000

昇降口２

1
0
0

2
0

COA100

既存マンホール

既存マンホール

（現地確認）
現地盤-900

1
0
0

取替Φ150150×100-200
SD 90Y

10050

小口径桝１

小口径桝２

スパイラルダクト

V-08PELD7
（三菱又は同等品）

5
0

深形フード（SUS304）

COA50

9

既存配管 塩ビ管Φ150

水栓柱下部より給水管接続
水栓柱新設（散水栓再取付 原型復旧) 

SUS Φ100

給排水衛生換気設備図（改修）

アスファルト舗装（A-5-15再生材）

20

75

20

区画貫通処理を示す。

凡例

バリアフリー
トイレ

GL 900

600

蓋
(鋳

鉄
Ｔ

－
25

製
、

水
封

形
）

基
礎

砂

（ 現 地 確 認  )

砕
石

内
蓋

（
塩

ビ
製

）

配
管

断
面

図
（

参
考

図
）

S=
1/

50

小
口

径
桝

２

現地盤-400

40
0 

程
度

給　水　栓

弁　　類

床上掃除口

（汚水管・雑排水管　遮音シート張り）

はね上げ・ロック付き

自動水栓　発電タイプ

（オーダー）T112CL11

※　軽量間仕切りに器具取付は、補強材及び取付金具を使用し、堅固に取付。

フィッティングボード YKA41R

取付金具 T110D45

1

1

舗装復旧

幅2,000程度



設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550箕浦　成図

一級建築士　登録　343711号

M
A2→A3  70.7％縮小

配管の防火区画貫通部施工要領図
D

耐火構造等の防火区画を貫通する場合

空調

電気

給排水

用途

断熱材被覆架橋ポリエチレン管
断熱材被覆ポリブテン管
断熱材被覆金属強化ポリエチレン管
断熱材被覆硬質塩化ビニル管
さや管

結露防止層付硬質塩化ビニル管

断熱被覆金属管（銅管等）

ポリエチレン管

建物排水用リサイクル発砲
耐熱性硬質塩化ビニル管（ＨＴ）

ニ層硬質塩化ビニル管
合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ管）

三層硬質塩化ビニル管（ＲＦ－ＶＰ）

硬質塩化ビニル電線管（ＶＥ、ＨＩＶＥ）

ポリブテン管

架橋ポリエチレン管

配管種類

適用配管

配管サイズ（最大）
呼び径（ｍｍ）

断熱被覆３０まで可
金属管外径Φ４４．５

３６
２５

２０
２０
２０

５０

１００

１００
１００

１００
１００

１００

１００

８２

７５

貫通部周囲の充填材は必要に応じて脱落防止措置を施す。
複数の管が近接して貫通する場合は相互間の開口部の離隔距離は200mm以上とする。

硬質塩化ビニル管（ＶＰ、ＨＩＶＰ、ＶＵ）

強化ポリプロピレン管（ＧＲＰ管）
ポリプロピレン管及びガラス繊維

１００

１００

押さえ金具

支え金具

配管等
押さえ金具

支え金具

（２）中空壁を貫通する場合

配管等

押さえ金具 支え金具

配管等

（３）床を貫通する場合

鋼製スリーブ
t=0.3以上
L=100以上

国土交通大臣認定番号

ＰＳ０６０ＷＬ－０３１８

ＰＳ０６０ＦＬ－０３１９

不燃材料の配管が「建築基準法施行令第112条第15項」に規定する

（１）コンクリート壁等を貫通する場合

給水管等
の用途

給水管

配電管

給水管及
び排水管
に附属す
る通気管

（建基令第１２９条の２の５の当該部の概要）

給水管，配電管その他の管が，第１１２条第１５項の準耐火構造の防火区画，第１１３条第１項の防火壁

第１１４条第１項の界壁、同条第２項の間仕切壁又は同条第３項若しくは第４項の隔壁を貫通する場合に

おいて、これらの管の当該貫通する部分及び当該貫通部分からそれぞれ両側に１メートル以内の距離にあ

る部分を不燃材料で造ること。但し、第１１５条の２の２第１項第１号にかかげる基準に適合する準耐火

構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトそ

の他これらに関するものの中にある部分については、この限りではない。

一　この表において，３０分耐火構造，１時間耐火構造及び２時間耐火構造とは，通常の火災

　時の加熱にそれぞれ３０分，１時間及び２時間耐える性能を有する構造をいう。

ニ　給水管等が貫通する令第１１２条第１０項ただし書の場合における同項ただし書のひさし，床，

　そで壁その他これらに類するものは，３０分耐火構造とみなす。

三　内部に電線等を挿入していない予備配管にあっては，当該管の先端を密閉してあること。

覆いの有無

厚さ０．５ｍｍ
以上の鉄板
で覆われて
いる場合

場合
覆いのない

材質

難燃材料又
は硬質塩化
ビニル

難燃材料又
は硬質塩化
ビニル

難燃材料又
は硬質塩化
ビニル

難燃材料又
は硬質塩化
ビニル

肉厚

５．５ｍｍ以上

５．５ｍｍ以上

５．５ｍｍ以上

５．５ｍｍ以上

６．６ｍｍ以上

４．１ｍｍ以上

６．６ｍｍ以上

６．６ｍｍ以上

７．０ｍｍ以上

防火構造

１４１ｍｍ

１１５ｍｍ

１１５ｍｍ

１１５ｍｍ

　９０ｍｍ

　９０ｍｍ

　６１ｍｍ

　９０ｍｍ

　９０ｍｍ

給水管等が貫通する床，壁，柱又ははり等の
構造区分

３０分
耐火構造

１４１ｍｍ

１１５ｍｍ

１１５ｍｍ

１１５ｍｍ

　９０ｍｍ

　９０ｍｍ

　６１ｍｍ

　９０ｍｍ

　９０ｍｍ

給水管等の外径

耐火構造
１時間

１１５ｍｍ

１１５ｍｍ

　９０ｍｍ

　９０ｍｍ

　６１ｍｍ

　９０ｍｍ

　９０ｍｍ

　９０ｍｍ

１１５ｍｍ

耐火構造
２時間

　９０ｍｍ

　９０ｍｍ

　６１ｍｍ

　９０ｍｍ

　９０ｍｍ

　９０ｍｍ

　６１ｍｍ

　６１ｍｍ

　９０ｍｍ

に規定する腐食防止のための措置について

防食テープ巻き

「建築基準法施行令第129条の2の5第1項」

A

B 腐食防止のための措置について

鋼製スリーブ

ロックウール保温材

保温材

不燃材の配管

(1)コンクリート壁等を貫通する場合 (2)中空壁を貫通する場合

モルタル・不燃材料で埋める

１
ｍ

以
上

１
ｍ

以
上

この間を不燃材料でつくる

(3)床を貫通する場合

不燃材料の配管が「建築基準法施行令第112条第15項」に規定する耐火構造等の

防火区画を貫通する場合

ロックウール保温材
又はモルタル充填 又はモルタル充填

t=0.3以上

複数の管が近接して貫通する場合は相互間の開口部の離隔距離は200mm以上とする。

貫通部周囲の充填材は必要に応じて脱落防止措置を施す。

貫通部において保温の必要がある配管配管の防火区画貫通部施工要領図C

ダクト

t=1.6

1m以上1m以上

ロックウール充填ロックウール保温材

耐火構造等の防火区画を貫通する場合

(2)中空壁を貫通する場合(1)コンクリート壁等を貫通する場合

ダクト

鋼製スリーブ

1m以上1m以上

不燃材料の配管が「建築基準法施行令第112条第16項」に規定する

t=0.3以上

又はモルタル充填

複数の管が近接して貫通する場合は相互間の開口部の離隔距離は200mm以上とする。

貫通部周囲の充填材は必要に応じて脱落防止措置を施す。

配管の防火区画貫通部施工要領図(換気ダクト）保温の必要が無いダクト

不燃材料の配管が「建築基準法施行令第112条第15項」に規定する耐火構造等の

防火区画を貫通する場合

E

貫通部周囲の充填材は必要に応じて脱落防止措置を施す。
複数の管が近接して貫通する場合は相互間の開口部の離隔距離は200mm以上とする。

貫通部において保温が必要ない配管

不燃材料の配管

防食テープ（ハーフラップ２回巻き）
100以上 モルタル充填

(3)床を貫通する場合

鋼製スリーブ

(1)コンクリート壁等を貫通する場合 (2)中空壁を貫通する場合

ロックウール保温材ロックウール保温材

又はモルタル充填

t=0.3以上

又はモルタル充填

不燃材の配管不燃材の配管

防火
ダンパー

防火
ダンパー

t=1.6
鉄板 鉄板

不燃材の
配管

保温材

配管の防火区画貫通部施工要領図

台所流し等の場合

50VP

40

CO

トラップ

以降トラップは

ユニットバス等の場合

以降トラップは

（衛生上支障のないものとする）F 排水トラップの措置について

（二重トラップの禁止）

設けない
トラップ付

（二重トラップの禁止）
設けない

「建築基準法施行令第129条の2の5第2項第二号」

吐水口空間要領図G

給水管の内径と吐水空間の目安

吐水口周辺近くに 吐水口周辺近くに
壁のない場合 壁のある場合

吐水口空間給水管の内径（㎜）

13以下 25 40
19以下
25以下
25 超

50
55
75

有効開口径の2倍 有効開口径の3倍

40

あふれ面

吐水口端

表面張力による水位上昇

あふれ縁

吐水口空間

に規定する吐水口空間

H オーバーブロー管及び通気装置について

に規定するオーバーブロー管及び通気装置について

150㎜以上防虫網

「建築基準法施行令第129条の2の5第2項」

オーバーブロー管 通気装置 水抜管

間接排水とすること。
排水空間を確保した

ねずみ、衛生害虫等、土砂、

末端部に耐食性の
スクリーンや笠等を取付、　

ほこり及び雨水等が入らない
構造とする。

（a）　手洗いの場合

ウォーターハンマー防止器

に規定するウォーターハンマー防止のための措置について

「建築基準法施行令第129条の2の5第2項」

に規定する配管設備の構造について

※型鋼及び支持金物類は亜鉛メッキ仕上げとする。

▽床スラブ

排水管
レベルバンド

アンカー固定

現
場
合

わ
せ

▽床スラブ

▽底板

▽

▽ 洗面器
排水金具

防臭ゴムパッキン

「建築基準法施行令第129条の2の5第2項」

に規定する配管設備の構造について

立管より2ｍ以内は防振ゴム付吊りバンド

ロックウール等

モルタル塗りの上、塗布防水

（所轄消防等と事前打合せのこと）

「建築基準法施行令第129条の2の5第2項」

１．スリーブの穴埋をした位置に支持部、吊ボルトが来ない様にする事。

ウォーターハンマー防止のための措置について

配管支持等施工要領図

排水立管支持要領図

I

J

K

03
機械設備　詳細仕様書

防振ゴム付金物

防振ゴム付吊バンド

磯部小学校校舎バリアフリートイレ整備工事


